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第１章 計画の策定趣旨 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 我が国では、急速な少子化の進行により、労働力人口の減少や社会保障負担の増加など、社会・経済

構造の大きな転換期を迎えています。また、核家族化や地域のつながりの希薄化など、子どもや子育て

家庭を取り巻く環境が変化する中、待機児童、児童虐待、子どもの貧困などの問題が顕在化しています 

 国においては、少子化の歯止めをかけ、次代の社会を担う子どもを健やかに生み育てる環境整備を図

るため、平成 24 年に子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正

法」「児童福祉法の一部改正等の関係法律の整備法」）が成立し、平成 27 年度から「子ども・子育て支

援新制度」がスタートしました。新制度においては、幼児教育・保育の質・量の充実のほか、保護者の

働き方や地域ニーズに応じた保育の提供等を図ることとされ、具体的には、幼稚園と保育所の良さを併

せ持つ認定こども園の普及、小規模保育や家庭的保育などの充実、親子同士の交流や相談の場（地域子

育て支援拠点）や学童保育事業の充実など、保護者の就労の有無にかかわらず、すべての子どもが一緒

に教育や保育を受けられ、地域の実情に応じて保育の場を確保することとしています。 

その後、令和５年４月にこども基本法が施行され、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる

人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置か

れている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができ

る社会の実現を目指すこととしています。 

また、こども基本法の制定に伴い、さらなる子どもに関する施策の推進に向けて、国は「少子化社会

対策大綱」「子ども・若者育成支援推進大綱」「子どもの貧困対策に関する大綱」を一元化し、「こども大

綱」を定めています。 

そして、常にこどもの最善の利益を第一とし、こどもに関する取組み・政策を社会の真ん中に据える

「こどもまんなか社会」といった子どもの視点と、子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子ど

もの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さない、健やかな成長を社会全体で後押しするための司令塔

の役割として「こども家庭庁」を新たに創設しました。 

このような国の動向の中、大阪府では、「こども・未来プラン」後期計画の理念を継承しつつ、「子ど

も・子育て支援新制度」や「子どもの貧困対策」にも対応した計画として、平成 27 年３月に「大阪府

子ども総合計画」を策定し、令和２年に後期事業計画を策定しました。 

本市では、子ども・子育て支援法を踏まえ、平成 27 年度に「摂津市子ども・子育て支援事業計画」

（「第１期計画」）、令和２年度に「第２期計画」を策定し、次世代育成支援対策を含む、地域の子育ち・

子育て環境の整備・充実に取り組んでいます。第２期計画が令和６年度末をもって終了することから、

新たに母子保健計画も抱合した「第１期摂津市こども計画～こどもまんなかプラン～」を策定しました。 
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〔計画の変遷〕 

 国の動向 摂津市の動向 

平成２年 1.57 ショック（少子化傾向）  

平成６年 
「エンゼルプラン」策定 

緊急保育対策等５か年事業 
 

平成９年  
児童育成計画（エンゼルプラン）策定 

母子保健計画策定 

平成 11 年 
少子化基本方針 

新エンゼルプラン 
 

平成 12 年 児童虐待防止法  

平成 13 年 
仕事と子育ての両立支援等の方針 

（待機児童ゼロ作戦等） 
 

平成 14 年  
第１次健康増進計画 健康せっつ２１ 

（母子保健計画を包含） 

平成 15 年 

少子化対策基本法 

次世代育成支援対策推進法 

母子及び寡婦福祉法の一部改正（基本方針策定） 

 

平成 16 年 少子化対策大綱  

平成 17 年 子ども・子育て応援プラン 
次世代育成支援行動計画（前期） 

※児童育成計画の後継計画 

平成 18 年 
新しい少子化対策について 

認定こども園制度 
子どもの安全・安心都市宣言 

平成 19 年 

ワークライフバランス憲章・仕事と生活の調和

推進のための行動指針 

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

ひとり親家庭自立促進計画 

平成 20 年 「新待機児童ゼロ作戦」について  

平成 22 年 子ども・若者育成推進法 
次世代育成支援行動計画（後期）（ひとり親

家庭自立促進計画を包含） 

平成 23 年  
市長部局のこども・子育て関連部門を教育

委員会事務局へ移管 

平成 24 年 子ども・子育て支援法（子ども・子育て関連３法） 就学前教育実践の手引き 

平成 26 年 子どもの貧困対策法 
第２次健康増進計画 健康せっつ 21 

（母子保健計画を包含） 

平成 27 年 子ども子育て支援新制度 

第１期子ども・子育て支援事業計画 

（ひとり親家庭自立促進計画を包含） 

※次世代育成支援行動計画の後継計画 

令和２年  

第２期子ども・子育て支援事業計画 

（ひとり親家庭自立促進計画・子どもの貧困

対策計画を包含） 

市長部局の母子保健部門を教育委員会事務

局へ移管（こども家庭センターの先駆け） 

令和 4 年 改正児童福祉法  

令和５年 こども基本法・こども家庭庁 就学前教育実践の手引き 改訂版 

令和 6 年  
子どもを虐待から守る条例 

こども家庭センターを設置 

令和７年  第１期摂津市こども計画 
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２ 計画の法的根拠と位置づけ 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、摂津市のこども・子育てにかかる総合的な計画です。こども基本法、こども家庭庁等、国

の動きを踏まえるとともに、他の法令に基づく子ども・子育てに関する計画と一体のものとして策定し

ます。 

 第３期子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法第 61 条に基づく） 

 次世代育成支援行動計画（市町村行動計画）（次世代育成支援対策推進法に基づく） 

 第 2 期子どもの貧困対策計画（子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく） 

 第５期ひとり親家庭自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく） 

 第４期母子保健計画（成育医療等基本方針に基づく計画策定指針で示された） 

 

 

（２）関係計画等との関係 

本計画は、上位計画である「摂津市行政経営戦略」や福祉の各分野において上位計画である「摂津市

地域福祉計画」、その他関連計画、「子どもの権利条約」が定めるあらゆる子どもの人権の尊重と子ども

の最善の利益を考慮して策定します。 

 

【計画の位置づけ】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

連携 

 

こどもの権利条約 

児童福祉法 

こども大綱 

子ども・子育て支援法 

次世代育成支援対策推進法 

子どもの貧困対策の推進に

関する法律 

母子及び父子並びに寡婦福

祉法 
 

大阪府子ども総合計画 

大阪府 

国 

摂津市行政経営戦略 

第４次総合計画・まち・ひと・しごと創生総合戦略 

摂津市地域福祉計画 

障害者施策に関する長期行動計画 

障害者福祉計画障害児福祉計画 

摂津市 

第１期摂津市こども計画 

せっつ高齢者かがやきプラン 

（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

まちごと元気！健康せっつ２１ 

分野 

住民自治 都市整備 上下水道 危機管理 環境 

行政経営 地域経済 教育 人権  福祉 福祉 
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３ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。また、計画最終年度であ

る令和 11 年度には計画の達成状況の確認と見直しを行いますが、計画期間中であっても、様々な

状況の変化により見直しの必要性が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行っていくものとします。 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

第２期摂津市子ども・子育て支援事業計画  

 見直し 第１期摂津市こども計画 

 

４ 策定体制 

（１）子育て家庭におけるニーズの把握 

下記の通り、４種類の調査を実施し、子育て家庭における、保育ニーズやサービスの利用状況、

利用意向、また、子育て世帯の生活実態、要望・意見などを把握しました。 

 

①子ども・子育て支援ニーズ調査 

調査対象者 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童の保護者 2,500 724 29.0％ 

小学生児童の保護者 2,500 770 30.8％ 

合  計 5,000 1,494 29.9％ 

 

②子どもの生活に関する実態調査 

調査対象者 配布数 有効回収数 有効回収率 

小学５年生 650 212 32.6％ 

小学５年生の保護者 650 210 32.3％ 

中学２年生 694 154 22.2％ 

中学２年生の保護者 694 147 21.2％ 

学生の合計 1,344 366 27.2％ 

保護者の合計 1,344 357 26.6％ 

 

③ひとり親家庭等自立促進計画の策定に係るアンケート調査 

調査対象者 配布数 有効回収数 有効回収率 

母子・父子家庭（寡婦） 727（50） 647 90.0％ 
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④乳幼児健康診査問診回答 

調査対象者 配布数 有効回収数 有効回収率 

４か月児健康診査対象の親子 658 649 98.6％ 

１歳６か月児健康診査対象の親子 742 720 97.0％ 

3 歳 6 か月児健康診査対象の親子 728 704 96.7％ 

 

（２）摂津市子ども・子育て会議を通じた市民意見の反映 

平成 25 年度（2013 年度）より、摂津市子ども・子育て会議条例に基づき、子どもの保護者や

子育て支援事業者、学識経験者等で構成する審議会（摂津市子ども・子育て会議）を設置していま

す。 

この会議において、現状と課題を把握するとともに、本計画策定のためのニーズ調査票案のほか、

計画案の内容について検討します。 

 

（３）庁内での検討・協議 

第 1 期計画策定にあたり、子育て世代の職員を中心に本市の子育て支援の課題を整理し、実施す

べき施策や事業等について議論し、報告書をまとめました。 

第１期計画の毎年度の進捗把握・検証を庁内で行い、計画の成果と課題を把握します。 

本計画にこれらの結果を反映するとともに、関係各課との協議・調整の上、各施策を立案します。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

ニーズ調査及び摂津市子ども・子育て会議での意見に加え、計画に対するこどもや市民の意見を

募集し、本計画に反映するため、本市のホームページや市公共施設、市内公私立保育所・幼稚園等

で計画案を公開し、パブリックコメント（意見公募）を行いました。 
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第２章 摂津市の子ども・子育て家庭を取り巻く状況 

１ 人口の状況 

（１）年齢３区分別人口の推移 

総人口は、増減を繰り返しており、令和６年（2024 年）は 86,346 人となっています。 

年齢３区分別人口でみると、０～14 歳、65 歳以上は減少傾向にある一方で、15～64 歳は増

加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

（２）０～５歳人口の推移 

０～５歳人口は、年々減少しており、令和６年（2024 年）には 4,200 人となっています。 

推計では、全体として緩やかに減少していくことが予測されます。 

【市全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（実績は各年４月１日現在、推計は実績データをもとにコーホート変化率法により推計） 

  

11,000 11,009 10,888 10,782 10,637

53,284 53,416 53,270 53,476 53,574

22,200 22,316 22,322 22,236 22,135

86,584 86,741 86,480 86,494 86,346

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

(人)

753 743 725 708 643 629 621 633 632 628

798 742 748 733 689 656 644 653 651 653

773 786 711 743 712 681 649 650 648 646

747 772 762 698 729 708 677 657 650 648

779 749 755 747 686 724 704 685 652 646

727 765 729 740
741 680 718 711 679 649

4,577 4,557 4,430 4,369
4,200 4,078 4,013 3,989 3,912 3,870

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

(人)
実績 推計
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０～５歳人口は、安威川以北圏域では、令和５年（2023 年）にかけて増加傾向にありましたが、

令和６年（2024 年）には 2,755 人と減少し、その後は増減していく見込みです。 

一方で、安威川以南圏域の０～５歳人口は、年々減少し、今後も減少していく見込みです。 

 

【安威川以北】 

 

 

 

 

 

 

【安威川以南】 

 

 

 

 

 

 

（３）６～11 歳人口の推移 

６～11 歳人口は、増減を繰り返しています。 

 

【市全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（実績は各年４月１日現在、推計は実績データをもとにコーホート変化率法により推計） 

490 484 496 495 435 433 432 450 455 456

488 485 493 498 473 444 443 460 464 471

460 485 467 483 483 468 440 452 458 462

469 460 475 454 463 479 465 448 452 458

451 469 454 466 447 460 478 476 446 451

407 447 454 446 454 440 453 484 469 443

2,765 2,830 2,839 2,842 2,755 2,724 2,711 2,770 2,744 2,741

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

(人)
実績 推計

263 259 229 213 208 196 189 183 177 172

310 257 255 235 216 212 201 193 187 182

313 301 244 260 229 213 209 198 190 184

278 312
287 244 266 229 212 209 198 190

328 280
301

281 239 264 226 209 206 195

320
318

275
294

287
240

265 227 210 206

1,812
1,727

1,591 1,527
1,445

1,354 1,302
1,219 1,168 1,129

0

500

1,000

1,500

2,000

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

(人) 実績 推計

731 699 753 721 730 730 730 730 730 730

678 717 696 750 707 707 707 707 707 707

724 673 720 694 746 746 746 746 746 746

723 712 667 713 700 700 700 700 700 700

748 717 720 663 710 710 710 710 710 710

703 745 714 714 670 670 670 670 670 670

4,307 4,263 4,270 4,255 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳

(人)

実績 推計
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６～11 歳人口は、安威川以北圏域では、増加傾向にあります。 

一方で、安威川以南圏域の６～11 歳人口は、減少傾向にあります。 

 

 

【安威川以北】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安威川以南】 

 

 

 

 

 

  
325 305 309 274 296 296 296 296 296 296

306 317 305 310 269 269 269 269 269 269

349 300 320 302 306 306 306 306 306 306

360 340 296 316 306 306 306 306 306 306

351
349 343 296 317 317 317 317 317 317

357
345 349

337 296 296 296 296 296 296

2,048
1,956 1,922

1,835 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳

(人)
実績 推計

406 394 444 447 434 434 434 434 434 434

372 400 391 440 438 438 438 438 438 438

375 373 400 392 440 440 440 440 440 440

363 372 371 397 394 394 394 394 394 394
397 368 377 367 393 393 393 393 393 393
346 400 365 377 374 374 374 374 374 374

2,259 2,307 2,348
2,420 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

令和６年

（2024年）

令和７年

（2025年）

令和８年

（2026年）

令和９年

（2027年）

令和10年

（2028年）

令和11年

（2029年）

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳

(人)
実績 推計
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２ 人口動態 

（１）出生数と死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：摂津市統計要覧 

 

（２）転入数と転出数の推移 

 

 

 

 

 

資料：摂津市統計要覧 

 

 

（３）婚姻数と離婚数の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：摂津市統計要覧 

  

出生数と死亡数による自然動態では、

令和２年以降の死亡数が大幅に増加して

います。 

しかし、出生数は減少傾向にあり、近

年は死亡数を下回っています。 

転入数と転出数による社会動態では、

近年の転入数は減少傾向にあり、令和３

年は転出数を下回りましたが、令和４年

には転入数が大幅に増加し、転出数を上

回っています。 

婚姻数と離婚数の推移では、婚姻数は

令和元年（2019 年）は 981 件でした

が、近年は減少傾向にあり、令和４年

（2022 年）は 861 件となっています。 

離婚数も、増減はありますが、減少傾

向にあります。 

641

686
703

739
755

689

764

767

886
928

785

838 853

791 792 790
775

741 763
732

400

600

800

1,000

H25

2013年
H26

2014年
H27

2015年
H28

2016年
H29

2017年
H30

2018年
R1

2019年
R２

2020年

R３

2021年

R４

2022年

（人）

死亡数 出生数

4,952 4,883

4,601

4,278

4,522

5,175 5,086

4,573

4,153

4,743

4,443 4,401

4,743
4,499

4,490 4,544 4,616
4,390

4,291
4,533

3,000

4,000

5,000

6,000

H25

2013年
H26

2014年
H27

2015年
H28

2016年
H29

2017年
H30

2018年
R1

2019年
R２

2020年

R３

2021年

R４

2022年

（人）

転入数 転出数

938
972

929 902 896 904
981

880 863 861

285
253 281 258 269 258 260 237 229 233

200

400

600

800

1,000

1,200

H25

2013年
H26

2014年
H27

2015年
H28

2016年
H29

2017年
H30

2018年
R１

2019年

R２

2020年

R３

2021年

R４

2022年

（人）

婚姻数 離婚数
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３ 世帯の状況 

（１）一般世帯数の推移 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

（２）家族構成別世帯数の推移 

家族構成別世帯では、核家族世帯、その他親族世帯、非家族世帯は減少傾向にあります。 

一方で、単身世帯は増加傾向にあり、令和２年（2020 年）には４割を占めています。 

 

 平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

令和２年 

（2020 年） 

一般世帯数 計 
世帯数 34,942 36,840 40,206 

％ 100.0 100.0 100.0 

 
核家族世帯 

世帯数 20,953 21,785 22,271 

 ％ 60.0 59.1 55.4 

 
その他親族世帯 

世帯数 2,035 1,746 1,445 

 ％ 5.8 4.7 3.6 

 
非家族世帯 

世帯数 380 316 328 

 ％ 1.1 0.9 0.8 

 
単身世帯 

世帯数 11,568 12,973 16,162 

 ％ 33.1 35.2 40.2 

（※家族類型不詳は総数に含む） 資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

  
60.0%

59.1%

55.4%

5.8%

4.7%

3.6%

1.1%

0.9%

0.8%

33.1%

35.2%

40.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

核家族世帯 その他親族世帯 非家族世帯 単身世帯

34,942
36,840

40,206

2.37 2.28 2.14

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

一般世帯数 一世帯当たり人員

（世帯）

（人） 一般世帯数の推移では、増加傾向にあ

り、令和２年（2020 年）は 40,206 世

帯となっています。 

一方で、一世帯当たり人員は減少傾向

にあり、令和２年（2020 年）には 2.14

人となっています。 
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（３）ひとり親世帯（20 歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

20 歳未満の子どもがいるひとり親世帯は、令和２年（2020 年）は大幅に増加しており、一般

世帯に占める割合は約３％となっています。 

 

 平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

令和２年 

（2020 年） 

一般世帯数 計 
世帯数 34,942 36,840 40,206 

％ 100.0 100.0 100.0 

 
ひとり親世帯 計 

世帯数 714 712 1,164 

 ％ 2.0 1.9 2.9 

 （うち） 

母と 20 歳未満の子がいる世帯 

世帯数 617 627 1,039 

 ％ 1.7 1.7 2.6 

 （うち） 

父と 20 歳未満の子がいる世帯 

世帯数 97 85 125 

 ％ 0.3 0.2 0.3 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

（４）共働き世帯の推移 

共働き世帯は、増加傾向にあります。18 歳未満の子どもがいる共働き世帯も増加傾向にあり、

共働き世帯に占める割合は４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

  

19,212 19,505 19,459

7,403 8,280 8,589

3,059 3,679 3,712
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0

5,000

10,000
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平成22年
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夫婦のいる一般世帯

共働き世帯

共働き世帯（18歳未満の子どもあり）

共働き世帯（18歳未満の子どもあり）の共働き世帯に占める割合

（世帯）
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４ 保育所等・幼稚園・認定こども園及び学童保育室の入所状況 

（１）保育所等・幼稚園・認定こども園の児童数 

令和元年以降は、幼保連携型認定こども園に移行する施設が複数あり、認定こども園の入所児童

数は年々増加しています。保育所、幼稚園の入所児童数は減少傾向にありますが、認定こども園に

おいては、令和４年（2022 年）は前年よりも 26 人増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：摂津市統計要覧（各年５月１日現在） 

 

  

1,216
904 908 694 752

889

867 856
759 615

869 1,331 1,385 1,748 1,774

2,974 3,102 3,149 3,201 3,141

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和３年
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令和４年

（2022年）

保育所等 幼稚園 認定こども園

（人）
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（２）施設別にみる保育所等・幼稚園・認定こども園の利用状況 

◆保育所等の利用状況                                          （人） 

 平成 30 年 

（2018 年 

令和元年 

（2019 年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

公
立 

別府保育所 72 72 69   

鳥飼保育所 93 82 69   

子育て総合支援センター 147 144 127   

私
立 

鳥飼さつき園 168     

摂津ひかり保育園 85     

正雀ひかり保育園 103     

認定こども園こどもの杜藤森学園
(旧藤森保育園) 

52 61 71 75 73 

千里丘愛育園 127 160 168 173 195 

勝久寺保育園 73 72 76 78 79 

摂津さつき保育園 98 100 101 100 99 

摂津ひかりにこにこ保育園 92 93 92 93 93 

わかば保育園 27 28 26 29 24 

ポポラー大阪南千里丘園 31 28 29 29 30 

摂津ポッポせんりおか保育園    34 40 

認定こども園あとりえらぼ遊育園     42 

こどもなーと摂津保育園 10 11 12 12 12 

こどもなーと千里丘保育園 19 18 18 19 19 

摂津ポッポ保育園 正雀校 19 19 18 19 16 

こどもなーと正雀保育園  16 18 19 18 

摂津ポッポ保育園香露園校   14 14 12 

合計 1,216 904 908 694 752 

 資料：摂津市統計要覧（各年５月１日現在） 

 

※「別府保育所」は「べふ幼稚園」と統合して「べふこども園」に、「鳥飼保育所」は「とりかい幼稚園」と統合し

て「とりかいこども園」に名称変更し、令和３年４月１日から幼保連携型認定こども園に移行。 

※「子育て総合支援センター」は、令和３年４月１日から幼保連携型認定こども園に移行。 

※「鳥飼さつき園」「摂津ひかり保育園」「正雀ひかり保育園」は、平成 31 年４月１日から「認定こども園鳥飼さ

つき園」「認定こども園摂津ひかり保育園」「認定こども園正雀ひかり園」に名称変更し、幼保連携型認定こども

園に移行。 

※「藤森保育園」は、令和２年４月１日から「認定こども園こどもの杜藤森学園」に名称変更し、保育所型認定こ

ども園に移行。 

※「摂津ポッポせんりおか保育園」は令和２年 12 月１日から、「認定こども園あとりえらぼ遊育園」は令和３年６

月１日から、「こどもなーと正雀保育園」は平成 31 年４月１日から、「摂津ポッポ保育園香露園校」は令和２年

４月１日から開設。  
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◆幼稚園の利用状況                                           （人） 

 平成 30 年 

（2018 年 

令和元年 

（2019 年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

公
立 

せっつ幼稚園 96 88 81 75  

べふ幼稚園 58 43 27   

とりかい幼稚園 36 26 20   

私
立 

三島幼稚園 133 126 136 122 114 

かおり幼稚園 248 269 300 302 268 

摂津ひかり幼稚園 318 315 292 260 233 

合計 889 867 856 759 615 

資料：摂津市統計要覧（各年５月１日現在） 

※「べふ幼稚園」は「別府保育所」と統合して「べふこども園」に、「とりかい幼稚園」は「鳥飼保育所」と統合し

て「とりかいこども園」に名称変更し、令和３年４月１日から幼保連携型認定こども園に移行。 

※「せっつ幼稚園」は、令和４年４月１日から「認定こども園せっつあそびまち遊育園」に民営化し、幼保連携型

認定こども園に移行。 

 

◆認定こども園の利用状況                                       （人） 

 平成 30 年 

（2018 年 

令和元年 

（2019 年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

公
立 

べふこども園    91 91 

とりかいこども園    86 80 

子育て総合支援センター    121 123 

私
立 

せっつ遊育園 167 164 180 186 179 

とりかいひがし遊育園 109 117 115 129 128 

正雀愛育園 136 140 137 147 149 

一津屋愛育園 132 137 134 139 143 

みなみせんりおか遊育園 158 156 157 155 154 

つるのひまわり園 118 111 102 107 105 

とりかい遊育園 49 58 62 62 54 

ＫＥＮＴＯひまわり園  86 110 126 141 

正雀ひかり園  121 146 160 173 

摂津ひかり保育園  88 86 87 82 

鳥飼さつき園  153 156 152 141 

せっつあそびまち遊育園     31 

合計 869 1,331 1,385 1,748 1,774 

資料：摂津市統計要覧（各年５月１日現在） 

※「べふこども園」「とりかいこども園」「子育て総合支援センター」は、令和３年４月１日から幼保連携型認定

こども園に移行。 

※「ＫＥＮＴＯひまわり園」は、平成 30 年 11 月１日から開設。 

※「正雀ひかり園」「摂津ひかり保育園」「鳥飼さつき園」は、平成 31 年４月１日から幼保連携型認定こども園に

移行。 

※「せっつあそびまち遊育園」は、令和４年４月１日から幼保連携型認定こども園に移行。  
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（３）小学校別にみる学童保育室の入室状況 

◆学童保育室の入室状況（令和６年度（2024 年度））                     （人）

 

令和６年（2024 年）４月１日現在 

 

1〜3
年生

1〜4
年生

4年生
1〜3
年生

1〜4
年生

4年生
1〜3
年生

1〜4
年生

4年生

千里丘 302 146 48.3%
三宅柳田 239 121 50.6%
摂津 472 273 57.8%
味舌 271 146 53.9%
別府 218 111 50.9%
味生 133 65 48.9%
⿃飼⻄ 208 281 73 84 100 16 40.4% 35.6% 21.9%
⿃飼北 152 204 52 74 84 10 48.7% 41.2% 19.2%
⿃飼 70 109 39 26 34 8 37.1% 31.2% 20.5%
⿃飼東 70 94 24 35 38 3 50.0% 40.4% 12.5%

2,135 688 188 1,081 256 37 50.6% 37.2% 19.7%

公
立

児童数 入室児童数 入室率

合計
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第３章 計画の基本的な方向性 

１ 計画の基本理念 

本市では、「子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す

るという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべて

の構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならない。」という子ど

も・子育て支援法の第２条における理念に基づき、「“子育ちを支え”育む・つながる 人間基礎教

育のまち せっつ」を計画の基本理念として第１期計画より継承してきました。 

本計画においても、教育・保育の連携や、父親と母親、家族の協力による子育てと、企業、地域、

行政の連携など、本市に住むすべての人や、地域全体で子育てを支援する方向のもと施策を推進し、

子育ちしやすいまち、地域のつながりが育まれ、元気や活力に満ちたまちの実現を目指します。 

また、子どもの育ちは、多様性を尊重し、包括的に支援するとともに、就園、就学等の節目での

環境変化に応じて切れ目のない連続的な支援が重要となります。そのため、育ちの環境を切れ目な

く作り上げ、誰もが健やかに育つことができ、成長した人が次代を支えるといった好循環をつくる

環境が必要です。そして、本市に住む一人ひとりがそのまちづくりに取り組むことを目指し「こど

もを安心して生み、育てることができ、こどもがひとしく、健やかに成長できるまちをみんなでつ

くる」を基本理念とします。 

 
【基本理念】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

こどもを安心して生み、育てることができ、 

こどもがひとしく、健やかに成長できるまちを 

みんなでつくる 
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■計画基本理念の概念図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：こども家庭庁 

妊娠期 

乳児期 

概ね１～３歳 

概ね３歳～幼児期の終わり 

学童期 

思春期 

青年期 

支えられていた側から支える側へ 

保育所等、幼稚園、 

認定こども園、小中学校 

育ちの環境を切れ目なく作り上げ、次代を支える好循環をつくる 

家庭・家族 

行政 

地域 
企業 

子育て・子育ち 

しやすいまちの実現 

めざすべき 

こどもの像の実現 

摂津の 

元気・活力の向上 
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２ 計画の基本目標 

こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本施策１ こどもの権利を保障し、こどもの主体性を育む 

 こどもを支援の対象とするだけでなく、こども・若者が社会の一員として主体的に行動することが

できるよう、意見反映の仕組みづくりや、社会への参画促進の取組を推進します。 

 

基本施策２ 就学前教育・保育の充実 

 就学前教育・保育の充実を図るために、令和 4 年度に改訂した「就学前教育・保育実践の手引き」

に基づいた教育・保育が行われるよう、普及促進を行うとともに、研修等を通じた保育士等の人材育

成に努めます。また、保育所、幼稚園、認定こども園等から、小学校へ円滑につなぐことができるよ

う、職員等における交流や情報共有の機会を設け、相互理解を進めます。 

 また、障害のある子どもや、医療的ケアを必要とする子どもなど、配慮を必要とする子どもが、そ

の特性や発達に応じて保育・教育を受けることができる環境を整えます。 

 

基本施策３ 学校教育等の充実 

 次代を担うこどもの個性や能力を伸ばすとともに、自ら学び、考え、主体的に判断し、行動し、問

題を解決する力、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性と、たく

ましく生きるための健康や体力といった「生きる力」を育む教育を推進します。 

 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

 不登校やいじめ、ひきこもり、障害や児童虐待、ヤングケアラー等、こどもや家庭が抱える課題は

多岐にわたっていることから、関係機関や団体で情報共有、かつ連携し、それぞれの専門性を生かし

て、一人ひとりの実情に応じた支援を行います。  

基本目標１ 

 
すべてのこどもの豊かな心を育成し、生きる力を伸ばすことができるよう、教育環境

の整備に努めるとともに、まちづくりにおいて子どもが主体的に参加できる仕組みづく

りに取り組み、子どもまんなか社会の実現を目指します。 

また、子どもや若者が社会との関わりを通じて健やかに成長できるよう、体験活動の

機会や居場所の提供を充実し、青少年の自立促進のための支援を推進します。 

障害のある子やその家族が早期に必要な支援を受けることができるよう、医療・福祉・

教育が連携し、療育体制の充実を図ります。また、増加している児童虐待への対応とし

て、未然防止、早期発見と迅速で的確な対応・支援に一層取り組むとともに、要保護児

童対策地域協議会を中心に関係機関と連携強化を図ります。 

いじめ、不登校、子どもの貧困等、困難を抱えるこどもやその家庭が、将来的な選択

肢を狭めることがないように、子育て、教育、福祉、健康、就労の分野で横断的に連携

して支援を行います。 
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            こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本施策１ 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

 誰もが安心して子どもを産み育てられるよう、妊娠から出産・子育てで切れ目ない支援を充実し, 

心身ともに不安定になりやすい妊娠中から出産後にわたり、必要な支援につなぐことができるよう、

相談支援体制を強化します。 

また、個々の家庭が抱える課題に応じて必要な援助を行うことができる体制づくりと、制度の活用

のための情報発信を行います。 

 

基本施策２ 子育てと仕事の両立支援 

 男女がともに働きやすく、希望した形で子育てに向き合うことができる環境づくりに向けて、地域

の保育・教育ニーズに対応するための保育・教育の場の確保を進めます。また、一時預かり事業等の

各種事業の充実に向けて、保育・教育を担う人材の確保を支援します。 

 保護者の多様な働き方への対応を図るとともに、子育ての負担感軽減のため、一時預かりや病児保

育の各種事業について、必要とする人が利用できるようサービスの充実と人材確保の支援を行います。 

 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

 子どもが健やかに成長していくために、小児医療の体制を整備するとともに、食事や運動等、健康

への意識の醸成や、習慣の構築に努めます。 

 

基本施策４ 結婚・妊娠・出産・子育てに関する情報の充実と提供 

 希望する人が、結婚、妊娠、出産、子育てを選択することができるよう、関係する正しい知識や情

報を発信します。 

 
すべての子育て家庭や妊娠している人が安心して子どもを産み育てられるよう、妊娠

から出産・子育てまで切れ目のない支援を充実します。また、親と子の健康づくりに関

し、心身の両面で取組みの充実を図るとともに、子どものころから正しい食習慣を身に

つけ、食の楽しみや食への興味を高められるよう、食育を推進します。 

核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育て当事者が不安・負担を抱えて孤立

することがないように、また、必要とする支援や子育てに関する情報を十分に受けるこ

とができるよう、相談体制及び情報提供体制を強化します。 

また、働き方・生活様式が多様化する中、多様で柔軟な働き方を推進し、性別に関わ

らず、家事や子育てと仕事を両立できるよう、多様化する保育ニーズに向けて、保育所、

幼稚園、認定こども園等の整備と、保育・幼児教育を担う人材の確保・育成による質の

向上に一体的に取り組みます。 

そして、子育てで課題となる経済的な負担に対しての助成や支援を広く周知するとと

もに、ひとり親家庭の生活の安定・向上に向けて、個々の家庭の実情に応じた生活・就

業等の自立支援を進めます。 

基本目標２ 
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地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

 こどもや子育て家庭を事件や事故から守るため、通学路等における安全対策や地域活動の支援を通じ、

安全・安心な地域づくりを推進します。 

 
基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

 学校、行政と地域における多様な団体が関り、連携することで、こどもやその家族を地域全体で育む

環境づくりを進めます。 

 
基本施策３ 世代間、団体間の交流の促進 

地域に住む幅広い年代の市民や、多様な団体が関わることにより、地域と一体となった交流の機会や、

幅広い世代の人とふれあい、協調性や社会性を身につけることを支援します。 

 

 
  

基本目標３ 

 
子どもやその家族等に配慮した公共施設の整備や交通バリアフリーを進め、誰もが利

用しやすい環境の整備に努めます。加えて、子どもたちが安全に、安心して遊ぶことが

できるよう、安全に配慮した遊び場の環境を維持・向上させるとともに、自然に配慮し、

親しむことができる環境の整備に努めます。 

また、地域における子育て支援の場や機会を拡充し、地域全体で子育てを見守る環境

づくりを進めるとともに、まちづくりにおいて子どもが主体的に参加できる仕組みづく

りに取り組み、子どもまんなか社会の実現を目指します。 
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３ 計画の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼚
⼰
⽉
⽙
安
心
⼞
⼭
生
⽆
チ
育
⼭
⽒
⼚
⼯
⼓
⼮
⼔
チ 

⼚
⼰
⽉
⼓
⼹
⼯
⼞
⼖
チ
健
⽋
⼒
⼲
成
長
⼮
⼔
⽒
⽅
⼨
⽙
⽆
⽚
⼱
⼮
⼫
⼖
⽒ 

基本理念 基本目標 

地域でこどもと 

子育て家庭を支える 

まちづくり 

３ 

こどもを安心して生み、 

育てることのできる 

まちづくり 

２ 

こどもがひとしく、 

健やかに成長できる 

まちづくり 

１ 
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施策の方向性 基本施策 

妊娠から乳幼児期までの 
保健施策の充実 

①妊産婦への支援と健康診査の充実 
②乳幼児期の支援と健康診査の充実 

子育てと仕事の両立支援 
①就学前施設の充実 
②学童保育の充実 

こどもの健康増進施策の充実 
①小児医療の体制整備 
②食育の推進 
③スポーツ活動の機会の醸成 

結婚・妊娠・出産・子育てに関する 
情報の充実と提供 

①情報発信の強化 

こどもの権利を保障し、 
こどもの主体性を育む 

①こどもの権利に関する理解の促進 
②こどもの意見表明・参加の促進 

就学前教育・保育の充実 

①  
②  
③保・幼・こ・小の連携強化 

学校教育等の充実 
①学校教員等の資質の向上 
②生きる力を育む教育の推進 
③いじめ、不登校等への対策 

困難を抱えるこども・家庭への支援 

①児童虐待の未然防止等 
②ひとり親家庭等への支援 
③貧困家庭等への支援 
④障害児・支援児等への支援 
⑤ヤングケアラー等への支援 

地域の安全・安心の充実 
①犯罪、交通事故等の抑制 
②地域における見守り体制の強化 
③こどもの居場所づくりの推進 

地域・学校・行政の連携促進 
①地域における子育て支援の充実 
②保護者の孤立防止 
③地域と学校の連携強化 

世代間、団体間の交流の促進 ①地域における子育て支援団体の連携と充実 
②地域における子育て支援交流の充実 
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第４章 子ども・子育て支援施策の方向 

計画書の見方 
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１－１―１ こどもの権利に関する理解の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

こども基本法においては、日本国憲法およびこどもの権利条約の精神にのっとり、すべてのこど

もが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざすことが示されています。 

近年では、世帯間の経済格差の拡大や家庭における養育力の低下などによるこどもの貧困やヤン

グケアラーの問題が顕在化するなど、こどもを取り巻く課題は複雑多岐にわたっており、こどもの

権利擁護については幅広い観点での対策が求められています。 

本市においても、こどもの権利について、市民の一人一人が理解を深めることができるよう、様々

な機会を活用した普及・啓発が必要です。 

  

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策１ こどもの権利を保障し、こどもの主体性を育む 

 

 

関連計画 

すべてのこどもたちの権利が尊重され、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸

せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる地域づくりをめざします。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

幼児・児童・生徒に対する人権教育の推進 【学校教育課・人権女性政策課・保育教育課】 

●学校の授業や各種講座・イベント等の様々な機会を捉え、子どもの発達段階に応じた人権

問題の学習を進めるとともに、身近な差別や偏見及び子どもの権利条約について等、幅広

い意識啓発を行います。 

●あらゆる教育活動の中で人権教育に取り組み、生命の大切さや他人を尊重する気持ち、仲

間づくりなどの学びを推進します。 

具体的な取組 

こどもの権利等の啓発 【こども家庭相談課・こども政策課・人権女性政策課】 

●児童虐待防止推進月間などの機会に、こどもの権利に関するパンフレットやポスター等を

活用した啓発活動を行います。 

●こどもの権利について社会全体で共有するため、こどもだけではなく、子育て中の親や子

育て支援関係者をはじめ、すべてのおとなに対し、様々な機会や媒体を通じて広く周知し

ます。 



  

26 

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策１ こどもの権利を保障し、こどもの主体性を育む 

１－１―２ こどもの意見表明・参加の促進 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

こども基本法では、すべてのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関

係するすべての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保さ

れること」や「すべてのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

最善の利益が優先して考慮されること」が掲げられています。 

家庭や学校、地域など、日常の様々な場面で、こどもが意見を表明する機会を保障する必要があ

り、本市においてこどもの意見を施策等へ反映する仕組みづくりを構築します。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

こどもが、多様な意見を表明し、本市の施策やまちづくりへその意見を反映するため

の仕組みづくりを進めます。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

具体的な取組 

こどもの意見を表明する機会の充実 【こども政策課】 

●こどもが自由に意見を表明することができる機会の提供を図るとともに、こどもが意見を

表明しやすい気運の醸成に向けた周知・啓発を行います。 

●こどもの意見を尊重し、こどもの意見を反映したこども施策を推進するよう努めます。 

 

 

主な対象 
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１－２―１ 就学前教育・保育実践の手引き（令和 4 年度改訂版）の学

校園での普及促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、平成 24 年 3 月に、学識経験者や私

立幼稚園・保育所の代表、保護者代表、療育機関

や子育て支援団体の代表などの意見を反映し、

「就学前教育・保育実践手引き」を策定しました。

また、令和 4 年度には、前手引きの考え方を引き

継ぎながら、保幼こ小連携・接続期の教育及び保

育に重点を置き、令和４年に「就学前教育・保育

実践の手引き」とし、市内公私立園や小学校に配

付しました。 

 同手引きは、今後も必要に応じて見直しを重ね

つつ、各学校園での継続的な活用を推進していき

ます。 

  

 

 

 

 

 

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策２ 就学前教育・保育の充実 

就学前の課題を見据えた内容や、平成２９年告示の就学前施設の各要領・指針に基づ

いた乳幼児の教育・保育を推進します。また、乳幼児期の運動能力向上に向けた取組

や、家庭・地域・関係機関との連携体制を構築します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

就学前教育・保育の充実【保育教育課】 

●市内公私立園研修や保幼こ小合同研修会等において、「就学前教育・保育実践の手引き」を

活用したり、双方の教職員による意見交換会等を実施する等、更なる就学前教育・保育の

充実を図ります。 

具体的な取組 

 

 

主な対象 
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１－２―２ 保育士・幼稚園教諭等の資質・能力・専門性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

現状と課題 

 子育て家庭に置かれる状況が多様化することにより、支援ニーズについても複雑化・複合化して

います。個々の子育て家庭に寄り添った対応や、個別的な対応の充実が求められる中、就学前教育・

保育の担い手一人ひとりの専門性向上のための機会が必要となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策２ 就学前教育・保育の充実 

 幼稚園・保育所・認定こども園職員の資質・能力の向上及び専門スキル獲得に向け、

市内公私立園研修の機会を充実し、質の高い乳幼児教育・保育に向けた専門性を高

める場を提供します。 

基本
方向 

幼稚園・保育所・認定こども園職員の資質・能力の向上【保育教育課】 

●公私立合同研修等により市内公私立園職員の資質向上を図ります。 

●公立園においては派遣研修や園内専門研修を実施するとともに、私立園に対して各種研修

の情報提供を行います。 

●保育所・認定こども園等では、派遣研修等を活用し、人権意識の醸成と指導力の向上を図

ります。また、自己評価チェックシートを活用し、自身の保育のあり方を振り返る機会を

作ります。 

具体的な取組 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策２ 就学前教育・保育の充実 

１－２―３ 保・幼・こ・小の連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 入学直前期である５歳児クラスの園児においては、それまでの園生活で培った資質・能力を生か

しながら、就学前の各要領・指針等や小学校学習指導要領にも示されている『幼児期の終わりまで

に育ってほしい１０の姿』の育成に向け、自ら考え、自ら主体的に行動する中で、様々な環境に関

わり、遊びの中から学びへ繋がる素地づくりのための大切な時期となります。しかしながら、こど

もが、保育所や幼稚園、認定こども園から小学校へ移行する際に、新しい環境や生活の変化にうま

く適応できない場合があります。 

 こどもの成長を切れ目なく支えるために、就学前施設と小学校が連携してそれぞれの役割を担う

とともに、円滑に小学校へ接続しできるよう、必要な情報を双方の教職員が共有する必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校にて、様々な保幼こ小連携事業を実施する中

で、学校園の相互参観や教職員同士が互いの取組や考え方を知ることができる機会

を持ち、幼児期から児童期への円滑な移行を目指します。 

基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策２ 就学前教育・保育の充実 

 

  具体的な取組 

５歳児園児による学校探検・園児と児童の交流 【保育教育課】 

●市内公私立園の就学直前の５歳児が、進学する小学校や地域の小学校を訪問し、学校施設

の見学や授業参観、１年生等と交流を行うことで、小学校を身近に感じ、入学に期待がも

てるような取組を実施します。 

就学前施設職員と小学校教職員の連携 【保育教育課・学校教育課】 

●公私立園職員と市内学校園教職員を対象とした、双方の連携や資質向上を目的とした合同

研修会の実施、意見交換の場の設定、公私立園・小学校による相互参観、昨年度の５歳児

担任による卒園児参観等を実施します。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

１－３―１ 学校教員等の資質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

社会状況やこどもを取り巻く環境が急激に変化しているおり、学校教育における課題も、より複

雑化・多様化しています。変化に対応するためには、教員一人ひとりの指導力を向上させるととも

に、複雑化・多様化に対応するための幅広い知識等を備える必要があります。また、昨今の情報化

社会に対応するための、情報リテラシーやモラルを身に着けることも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様化する教育ニーズや、こどもとその家族が抱える課題に対応することができるよ

うに、学校教員の専門性向上のための研修等を充実します。 

基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

 

  具体的な取組 

就学前施設職員と小学校教職員の連携 【保育教育課・学校教育課】 

●公私立園職員と市内学校園教職員を対象とした、双方の連携や資質向上を目的とした合同

研修会の実施、意見交換の場の設定、公私立園・小学校による相互参観、昨年度の５歳児

担任による卒園児参観等を実施します。 

就学相談による支援の充実 【教育支援課】 

●近隣市も含めた就学前施設や関係機関との連携を強化し、教育上配慮を要する就学予定者

とその保護者に、適切な就学先決定に向けた早期からの就学相談を実施します。 

支援教育の充実 【教育支援課】 

●府立摂津支援学校と連携し、教員が児童生徒の障害の状況や教育的ニーズに応じた適切な

指導方法を学ぶことを目的とした学校訪問相談や研修を行い、支援教育のさらなる充実を

図ります。 

「豊かな心」の育成 【学校教育課・教育支援課】 

●教員に対して、人権教育や「特別の教科道徳」の授業力向上や評価方法の充実に向け、研

究授業を伴った研修や情報提供を行います。 

●各小中学校に国際理解教育社会人講師を派遣し、国際理解教育の推進を図ります。 

●各小中学校では人権教育に係る研究授業を実施し、人権教育に係る指導力向上を図りま

す。 

●教員等を対象に、人権問題に関する研修を実施するなど、人権意識の醸成と指導力の向上

を図ります。 

情報化教育（ＩＣＴ教育）の推進 【学校教育課】 

●授業における ICT 機器の効果的な活用方法について研究を推進し、授業の改善を図りま

す。 

●情報社会で適切に行動するための考え方や態度を育てるための情報モラル教育を推進し

ます。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

１－３―２ 生きる力を育む教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 現在、我が国は平成２０年をより人口減少と少子高齢化が進んでおります。また、AI をはじめと

する技術革新が一層進展しており、こどもを取り巻く社会や生活は大きく変化を遂げています。 

このように、複雑で予測困難な時代の流れであっても、夢と志を持って人生や社会を生き抜くた

めに、こども一人ひとりの多様な個性や違いを尊重し、確かな学力・豊かな心・健やかな体を育む

必要があります。 

 

 

 

  

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の改善や創意工夫を生かした教育活

動を通して「生きる力」を育みます。 

基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

 

 

 

 

  

具体的な取組 

「確かな学力」の育成 【学校教育課】 

●各小中学校が、学力向上プランを作成し、各校の課題に正対した学力向上の取組みを実施

します。 

●学校マネジメント支援事業において重点校を定め、研究発表会等を通じて授業改善を中心

に確かな学力の育成に向けた取組みを教職員で共有します。 

●各学校に学習サポーター等の支援人材を派遣し、学習支援を行います。 

安全・安心なインターネットの利用環境の普及 【学校教育課】 

●情報社会で適切に行動するための考え方や態度を育てるための情報モラル教育を推進し

ます。 

キャリア教育の推進 【学校教育課】 

●商工会や地域企業、事業所等と連携したキャリア教育を進めます。 

●学んだことを振り返り、新たな学習や生活への意欲につながるようキャリアパスポートの

活用を推進します。 

国際理解教育の推進 【学校教育課・教育支援課】 

●市内小中学校に英語指導助手（ＡＬＴ）を通年派遣するとともに、小学校で１日を通じて

英語に親しむ「Englishday」を実施します。 

●国際理解教育社会人講師を派遣し、世界の国々の様子を学ぶ授業を実施します。 

●新学習指導要領に基づき、小学校３・４年の外国語活動、５・６年の教科としての外国語、

中学校の外国語について、教育課程を適切に編成します。 

環境教育の推進 【学校教育課・環境政策課】 

●こども版環境家計簿「せっつこどもエコノート」の活用や、家庭科や理科、社会科等に関

連づけて、環境教育を行います。 

「健やかな体」の育成 【教育政策課・学校教育課】 

●食育担当者会を実施するとともに地域の食文化について理解する取組みを推進します。 

●各小中学校が「体力づくり推進計画」をもとに体力向上の取組みを実施します。 

思春期健康教育・性教育・家庭科教育の充実 【学校教育課・出産育児課】 

●家庭科や保健体育等の授業を中心に性差やその役割等を学ぶとともに、助産師等を講師と

し、新生児人形、妊婦体験ジャケットを用いたふれあい体験など、体験的・活動的な学習

を実施します。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

１－３―3 いじめ、不登校等への対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

本市においては、スクールソーシャルワーカーの配置に積極的に取り組み、市内全中学校区に配

置しています。そのほか、教育活動支援員等の支援人材を配置するなど、課題を抱える児童生徒の

生活面や学習面への支援に組織的に取り組んでいます。一方、いじめや暴力行為の件数は依然とし

て多い傾向にあります。の認知件数は増加しており、研修等を通じて教職員の意識の向上を図り、

児童生徒の些細な変化への気づきや、いじめ等を積極的に認知し、丁寧な対応を行っています。 

アンケートでは、ひきこもり傾向があるとする学校の欠席が 30 日以上である子どもが、小学生

で 1.5％、中学生で 2.1％となっています。ひきこもりの長期化は、学校関係者や友人から疎遠に

なり、支援が困難になるおそれがあることから、その初期段階から学校関係者や地域の支援者、行

政機関等が包括的に関わり、社会との関係を維持できる支援体制や多様な学びの場の充実が必要で

す。 

 

 

 

 

  

いじめや不登校など、困難に直面したこどもへ、個々の状況に合わせた適切な支援を

迅速に行い、問題解決に取り組みます。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 

具体的な取組 

学校での教育相談の充実 【教育支援課・学校教育課】 

●各学校に配置しているスクールカウンセラーが保護者の悩みの早期解決をめざし、相談面

接を行います。 

●各学校に配置しているスクールソーシャルワーカーが、各関係機関と連携して不登校や虐

待等、課題を抱える児童生徒やその過程の生活基盤の改善を支援します。また、スクール

ソーシャルワーカー連絡会を開催し、関係機関連携や支援方法等についての情報の共有を

図ります。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策３ 学校教育等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な取組 

子どもの心の悩みなどを受けとめる相談機会の充実  

【学校教育課・教育支援課・こども家庭相談課】 

●市内の小中学校に配置したスクールソーシャルワーカーや、スクールカウンセラー・臨床

心理士が連携し、不登校など様々なケースに対応します。 

●教育センターに毎日２名のカウンセラーを配置し、安心して相談できる場を設け、様々な

相談に応じます。 

●子どもが相談できる電話やＳＮＳなどの様々な社会資源の周知に努めます。 

教育支援ルーム（パル・アミ・メイト）の充実 【教育支援課】 

●市内３ヵ所に教育支援ルーム（パル・アミ・メイト）を開設し、不登校児童生徒を対象に

社会的な自立に向けた支援を実施します。 

●通室児童生徒には、社会への適応力向上に向けたソーシャルスキルトレーニングをはじめ

とする様々な支援を行います。 

●各学校と連携しながら、さわやかフレンドの学校・家庭派遣等を実施し、不登校児童生徒

の支援を行います。 

生徒指導の充実 【学校教育課】 

●暴力行為等問題行動に対しては、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等 

の専門家や関係機関との連携のもと『チーム学校』の観点をふまえ、組織的な対応を支援

します。 

教育センターでの教育相談の充実 【教育支援課】 

●児童生徒・保護者・教職員に対し、臨床心理士等による教育相談、心理療法、親子並行面

接などを実施、「おなやみ相談電話」などを設置します。 

いじめなどに関する相談体制の充実 【学校教育課】 

●学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめを早期に発見し、適切に対応できるよう校内組

織体制の充実に努めます。 

不登校の子どもと家庭への支援 【教育支援課・学校教育課】 

●全小学校と教育センターに臨床心理士及びスクールカウンセラーを配置し、不登校の子ど

もや保護者の心のケアを行います。 

●スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなど専門家や関係機関と連携した

不登校支援を行います。 
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１－４―１ 児童虐待の未然防止等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、令和 3 年 8 月に、3 歳男児が虐待により亡くなるという痛ましい事案が発生し、二

度と同じような事案が起こらないように、職員体制の強化や関係機関等との連携強化に取り組んで

います。そして、より一層、保護者及び関係機関、市民等が一体となって子どもを虐待から守る取

組を推進し、虐待のない地域社会を実現するために、「摂津市子どもを虐待から守る条例」を制定

し、令和 6 年 4 月に施行しました。 

乳幼児健康診査でのアンケートによると、乳幼児期における体罰や暴言、ネグレクト等に繋がる

ような不適切な経験が家庭内であった割合が、子どもが３歳児の時点では 34.5％と少なくありま

せん。また、小学生、中学生の保護者が生活の中で「イライラする」や「不安な気持ちになる」こ

との割合も２～４割と少なくありません。就学前児童、小学生児童の保護者へのアンケートでも、

「児童虐待から子どもを守る環境が整っていると思うか」という問いへ「はい」と回答した割合は、

およそ１割となっています。そのため、虐待事案の早期発見に向けた通告に関する周知や、支援に

つなげるまでの関係機関の連携強化が必要です。 

  

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

家庭、学校、地域等関係機関と連携し、虐待の未然防止と早期対応を行います。 
基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童虐待防止ネットワークの推進、虐待等防止ネットワーク会議での連携 

 【こども家庭相談課・人権女性政策課】 

●要保護児童対策地域協議会の開催を通じ、関係機関の連携強化を図りながら、関係者の意

識向上に努め、虐待の未然防止等に取り組みます。 

●虐待等防止ネットワーク会議により庁内において組織を横断し情報共有、かつ連携した支

援を行います。 

具体的な取組 

こどもの養育等の相談体制の充実 【こども家庭相談課】 

●心理士や社会福祉士などの専門職を配置し、発達や虐待など子どもに関する様々な相談を

行うとともに、外部からスーパーバイザーを招へいし、専門職のスキルアップを図ります。 

教職員・保育士等に対する研修等の充実 【保育教育課・学校教育課・こども家庭相談課】 

●保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校教職員等を対象に虐待防止や課題解決のスキル

を身につけるための研修を実施します。 

●スクールソーシャルワーカーと各関係機関が連携し、児童虐待防止マニュアルに基づいた

虐待防止の体制づくりに取り組みます。 

児童虐待防止の啓発 【こども家庭相談課・人権女性政策課】 

●児童虐待防止月間に、要保護児童対策地域協議会の関係機関と連携しながら、児童虐待防

止の啓発活動に取り組みます。 

●DV 防止を啓発するパープルリボンキャンペーンと共催し、市民向けの啓発セミナーを実

施します。 

こども家庭センターの機能強化 【こども家庭部】 

●妊娠期から子育て期までの相談を受け、支援につなぐためのサポートプランを作成しま

す。 

妊婦健診及び乳幼児健診の未受診者の把握 【出産育児課】 

●妊娠届出のあった妊婦及び乳幼児健康診査の未受診者の把握を行います。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

１－４―１ 児童虐待の未然防止等 

 

  具体的な取組 

育児の負担感の大きい人への支援 【出産育児課 】 

●支援が必要な家庭には訪問や電話などを行い、ニーズに合わせて、地域の子育て資源と結

びつけ、安心して子育てができるように支援します。 

子どもの回復プログラムと被虐待児童への心のケア 【保育教育課】 

●5 歳児クラスの園児に、人間関係を築く上で大切な情緒的回復力と社会的スキルを身に付

けるプログラムを実施し、自分や友だちの気持ちを理解したり、前向きな考え方ができる

姿勢を育てます。 

親支援プログラムへの参加促進 【出産育児課・こども家庭相談課・生涯学習課】 

●子育てに負担感・不安感などがある保護者に対し、「前向き子育てプログラム（トリプル

Ｐ）」や衝動的に怒りの感情が沸き、子どもに虐待をしてしまう保護者を対し、「親支援回

復プログラム（MYTREE）」を実施します。 

産後のメンタルヘルスへの支援 【出産育児課】 

●産後の心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう産後ケ

ア事業の充実に努めます。 

●出産前又は出産後において体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障があ

る者の属する世帯に対し、産前産後ヘルパーを派遣することにより、妊産婦の心身の健康

を維持するとともに、子育てを支援します。 

全数面接の実施 【出産育児課】 

●母子保健手帳交付時に保健師・助産師による全数面接を実施し、相談しやすい支援体制を

図り、安心して子育てができるように支援します。 
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ページ構成上、空きがでるため、コラムや体制図などを入れ
る必要があります。 



  

41 

基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

１－４―２ ひとり親家庭等への支援 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

ひとり親家庭においては、保護者が就労と子育ての負担を一人で担う必要があることから、日常

生活において様々な困難や課題を抱えやすい状況にあります。 

ひとり親を対象としたアンケートでは、非正規雇用が多く、年間収入が少ないことが浮き彫りに

なっており、個々の家庭の生活状況や就業意向等に応じた経済的、日常生活支援を行う必要があり

ます。また、経済的支援とともに、就労支援や養育費の確保に向けた取り組みが求められます。 

 

 

 

 

  

ひとり親家庭の安定的な生活に向け、仕事や暮らし、子育てに関する支援や経済的な

負担軽減、就労の支援などを総合的に提供します。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

関連計画 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

 

 

  

具体的な取組 

母子生活支援施設を通じた自立促進 【こども政策課】 

●関係機関と連携し、緊急避難的な施設を必要とする母子に対する支援を行います。 

相談支援体制の充実 【こども政策課】 

●母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の様々な問題、子どもの教育、母子・父子・

寡婦福祉資金の貸付などに対して相談を行います。 

●就労については、ハローワークと連携しながら、きめ細かな支援を行います。 

●養育費確保に関する一般的な知識が得られるよう、広報・啓発活動を行います。 

自立支援給付金事業の推進 【こども政策課】 

●経済的な自立を支援するため、就業やキャリアアップに有効な資格の取得をサポートする

給付金を交付します。 

利用料の補助や割引制度の周知 【出産育児課・こども政策課】 

●ひとり親、養育者等に対し、ファミリーサポートセンター利用料の補助や JR 通勤定期乗

車券、万博公園等の特別割引制度などを周知します。 

ひとり親家庭医療費助成事業の継続的な実施 【こども政策課】 

●ひとり親家庭の経済的負担軽減を目的として、医療費の一部助成を行います。 

養育費確保等の支援 【こども政策課】 

●養育費の確保に向けた支援策について検討します。 

進路指導の充実 【教育支援課】 

●すべての子どもたちが家庭事情や経済的理由により、進学等をあきらめることがないよ

う、奨学金活用等に関する進路相談を実施します。 

児童扶養手当支給事業の継続的な実施 【こども政策課】 

●父母の婚姻解消によりひとり親となった児童や、未婚のひとり親の児童、父または母が一

定程度の障害の状態にある児童を監護・養育している父母または養育者などに手当を支給

します。 

地域就労支援の充実 【産業振興課】 

●各種就職フェア、資格取得のための講座を開催し、求職活動の支援を行います。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

１－４―３ 貧困家庭等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

アンケートによると、小学生、中学生の子育て世帯では、経済的に「赤字である」割合がおよそ

２割となっており、また、子どもの将来のために「貯蓄をしたいができていない」割合がおよそ３

割となっています。経済的な理由で子どもにできなかったこととしては、家族旅行ができなかった

ことや、子どもを学習塾に通わせることができなかったことが挙げられています。大阪府全体と比

べて、本市は最も困窮している家庭（困窮度Ⅰ）の割合はやや低くなっています。また、上位の家

庭であるほどその傾向にあることが示されており、貧困によって生じる学校外での体験格差や、学

習格差の解消に向けた取り組みが必要です。 

 

 

 

  

生活に困窮する家庭の安定した生活を実現するために、仕事や子育て、住む場所や、

過ごす場所等、日常生活に関する支援を総合的に行います。 

基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

 

 

 

  

具体的な取組 

子どもの貧困対策の推進 【こども政策課】 

●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき示された大綱や「大阪府子ども総合計

画」等を踏まえ、大綱に掲げる４つの重点的支援方針、「教育の支援」「生活の安定に資す

るための支援」「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援」「経済

的支援」に沿って取り組みます。 

こども食堂の拡充 【こども政策課】 

●こども食堂運営事業補助金を交付し、こども食堂の拡充を図ります。 

●こども食堂ネットワークと連携し、情報交換を行うとともに、イベント等の開催により、

子ども食堂の周知を図ります。 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 【保育教育課】 

●教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、その世帯の所得の状況

に応じて、日用品、文房具や行事への参加に要する費用、副食材料費に要する費用を助成

します。 

助産の実施 【出産育児課】 

●経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対して、助産施設への入所

や出産費用を助成します。 

小・中学校の就学援助の実施 【こども政策課】 

●経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費の給付等による援

助を行います。 

●制度周知のため、広報誌やホームページのほか、小中学校を通じて案内文書や申請書を全

児童・生徒に配布します。 

進路指導の充実 再掲 【教育支援課】 

●すべての子どもたちが家庭事情や経済的理由により、進学等をあきらめることがないよ

う、奨学金活用等に関する進路相談を実施します。 

低所得妊婦初回産科受診料助成事業 【出産育児課】 

●初回受診において妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、その受診に要する費用の全部又

は一部を助成します。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

１－４―４ 障害児・支援児等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市においても、発達に課題のあるこどもや、障害のあるこどもが増加傾向にあり、こどもの特

性や、こどもとその家族を取り巻く状況を踏まえた支援体制を整備する必要があります。 

 また、幼稚園や保育所、認定こども園において、医療的ケア児等、支援を必要とするこどもを受

け容れることができる体制づくりが求められています。 

障害のあるこどもとその家族においては、進学や進級をする際に、これまでの療育内容や必要な

情報等を共有・引き継ぎをしてもらえるかの不安を抱えていることが多い傾向にあります。 

障害のあるこどもの健やかな発達をめざし、療育教育体制の充実を図るとともに、家族の過度な

負担を軽減する取組が求められています。 

 

 

 

  

障害のある子どもとその家族が就学前施設や学校、地域で孤立することがないよう、

関係機関と連携し、切れ目の無い支援を行います。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 

具体的な取組 

障害児保育の充実 【保育教育課】 

●保育所等における障害のある子どもや支援の必要な子どもに対する保育の取組みについ

て、障害児保育研修や事例検討会を開催し、保育士等の能力の向上を図ります。 

●障害のある子どもや支援が必要な子どもが通う保育所等に対して、臨床発達心理士等によ

る巡回指導・巡回相談を実施します。 

●保育所等での医療的ケア児の受入れについて、公立園だけでなく私立園でも受入れが進む

よう、必要な支援を行います。 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

 

 

障害児相談連絡会での連携 【こども家庭相談課】 

●障害児相談や支援の現状等を関係機関で共有し、発達支援等の充実につなげます。 

切れ目のない支援の提供に向けた連携の強化 【こども政策課・障害福祉課】 

●発達に課題のある児童が、就学前から在学中、卒業後も切れ目なく支援を受けられるよう、

関係部署、関係機関の連携を強化します。 

保護者グループへの支援 【こども政策課・出産育児課】 

●保護者同士が自主的に結成した保護者グループに対し必要な支援を行うとともに、つどい

の広場や障害福祉施設等での交流や情報交換を行います。 

医療的ケア児の受入体制の整備 【保育教育課】 

●医療的ケア児の受入れを可能にするため、看護師等を配置する等の体制を整備します。 

健康親子教室の充実 【出産育児課】 

●健康親子教室（すこやかルーム）を実施し、育児不安の軽減と必要に応じて発達支援の機

関連携につなげるなど、個々に合わせた早期発達支援を図ります。 

児童発達支援センターを核とした支援体制の構築 【こども政策課・こども家庭相談課】 

●関係機関や福祉サービス事業所と連携し、発達に課題のある児童を早期に捉え、療育につ

なげるとともに、児童と保護者に対する相談・サポート体制の充実に努めます。 

●発達に不安がある児童への発達検査や親子教室を実施し、療育体制の充実を図ります。 

●ペアレントプログラムを実施し、保護者の子育てに関する悩みの解決を図ります。 

●児童発達支援センターで発達検査と親子教室を実施し、療育体制の充実を図ります。 

各種福祉サービスの提供 【こども政策課・障害福祉課】 

●ニーズに応じ、障害児通所支援サービスや障害福祉サービス等を提供します。 

各種手当の支給 【障害福祉課】 

●特別児童扶養手当や障害児福祉手当などを支給し、児童福祉の増進を図ります。 

こども家庭相談課の親子教室の充実 【こども家庭相談課】 

●子どもの発達や親の子どもに対する理解を支援する親子教室を実施します。 

乳幼児の疾病等の早期発見のための乳幼児健康診査体制の充実 【出産育児課】 

●各種乳幼児健診や二次健診において、疾病等の早期発見に努め、関係機関と連携し、支援

を行います。 

具体的な取組 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

１－４―５ ヤングケアラー等への支援 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
アンケートによるとヤングケアラーに該当すると考えられる、家庭で子どもが世話をしている人

が「いる」割合は、小学生で 25.0％、中学生で 17.5％と多い傾向にあります。そのうち、世話を

する頻度についても「ほぼ毎日」である子どもがおよそ半数となっています。日常の世話による影

響が、家庭の中で保護者の生活を支えていることが見受けられる一方で、「とても疲れることがあ

る」や「イライラする」といった影響もみられるため、学校生活や友人関係といった子どもの生活

に影響を与えることが内容に当事者やその家族を支援する仕組みづくりが必要となります。 

 

 

 

  

ヤングケアラー当事者が相談できる窓口を周知するとともに、個々の課題に応じて福

祉・介護・医療等の支援やサービスにつなげることで当事者の負担軽減を図ります。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標１ こどもがひとしく、健やかに成長できるまちづくり 

基本施策４ 困難を抱えるこども・家庭への支援 

具体的な取組 

子どもの心の悩みなどを受けとめる相談機会の充実 【再掲】 

【学校教育課・教育支援課・こども政策課・こども家庭相談課】 

●市内の小中学校に配置したスクールソーシャルワーカーや、スクールカウンセラー・臨床

心理士が連携し、不登校など様々なケースに対応します。 

●教育センターに毎日２名のカウンセラーを配置し、安心して相談できる場を設け、様々な

相談に応じます。 

進路指導の充実 【教育支援課】 

●すべての子どもたちが家庭事情や経済的理由により、進学等をあきらめることがないよ

う、奨学金活用等に関する進路相談を実施します。 

ヤングケアラーへの支援 【学校教育課・こども家庭相談課】 

●こども家庭相談課と市内の小中学校に配置したスクールソーシャルワーカーや教職員が

連携し、ヤングケアラーに該当するケースの発見と相談支援を実施します。 

 



  

49 

 

基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

２－1―１ 妊産婦への支援と健康診査の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 核家族化の進行と地域のつながりが希薄となる中、孤立感や不安感を抱く妊婦や、その家族は少

なくありません。 

 本市では、妊婦や子育て世帯の出産・子育ての相談に応じ、面談等を実施することで、出産・育

児の見通しを立てるとともに、必要な支援を行う伴走型相談支援を行っています。また、プレママ

サロンなど、妊娠・分娩・子育てについて、他の保護者と交流できる機会を設け、妊娠や出産、子

育てに対して前向きになれるよう場を設けています。 

妊婦健康診査とは、母親の健康状態や、こどもの成長を確認し、病気などの早期発見、早期対応

を可能とし、すべての妊婦が安心して妊娠、出産するための重要な取組みです。 

本市では、令和４年４月から、多胎妊娠をしている人を対象に、妊婦健康診査の費用を追加で公

費助成するなど、サービスを拡充しています。引き続き、すべての妊産婦に対して健康診査を実施

し、安心して出産を迎えることができる環境づくりを行います。 

また、妊娠や出産時には、働くことができない期間による収入減、各種健診やその他にも子育て

に係る費用により不安を抱くことや、経済的負担により、こどもを持つことを諦める可能性もあり

ます。 

 各種健診に係る費用を助成することで、安心して妊娠・出産・子育てに臨むことができる環境を

整えます。 

 

妊娠や出産、その他の健康やその他の課題について、身近な地域で相談できるよう、

関係機関と連携して相談支援体制を整備します。 

誰もが安心して妊娠し、出産を迎えることができるように妊産婦健康診査を充実し、

妊娠、出産に係る経済的負担も軽減します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な取組 

妊娠初期からの子育て支援 【出産育児課】 

●母子健康手帳発行時に、すべての妊婦に対し、保健師または助産師による、全数面接を実

施し、妊娠期におけるリスクアセスメント、保健指導等を実施します。 

妊産婦訪問指導の充実 【出産育児課】 

●産婦の状況に応じて、訪問指導を実施し、個々のニーズに合わせた情報提供、保健指導、

適宜機関連携を図ることで、安心した子育ての環境づくりに努めます。 

全数面接の実施 再掲 【出産育児課】 

●母子保健手帳交付時に保健師・助産師による全数面接を実施し、相談しやすい支援体制を

図り、安心して子育てができるように支援します。 

妊娠・出産・育児等に関する知識の普及 【出産育児課】 

●妊婦教室（プレママサロン）を通じて、妊娠、出産、育児に関する知識を普及します。 

妊婦健診及び乳幼児健診の未受診者の把握 再掲 【出産育児課】 

●妊娠届出のあった妊婦及び乳幼児健康診査の未受診者の把握を行います。 

妊産婦一般健康診査の充実 【出産育児課】 

●妊婦一般健康診査の受診券 14 回（12 万円分）を妊娠届提出時に配布し、金銭的負担を

軽減し、安心した妊娠、出産につなげていきます。 

妊婦歯科健康診査の実施 【出産育児課】 

●妊婦歯科健康診査の受診券１回を妊娠届出時に配付し、妊婦の心身の安定を図り、安心し

た妊娠、出産につなげていきます。 

多胎児を妊婦した妊婦健康診査の充実 【出産育児課】 

●妊婦一般健康診査の受診券 14 回（12 万円分）に受診券５回（２万５千円分）を妊娠届

提出時に追加で配布し、金銭的負担を軽減し、安心した妊娠、出産につなげていきます。 
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基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

２―１―１ 妊産婦への支援と健康診査の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な取組 

産前・産後ヘルパー派遣事業 【出産育児課】 

●出産前又は出産後において体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障があ

る者の属する世帯に対し、実施する産前産後ヘルパーにおいて、利用世帯の所得の状況に

応じ、利用者負担額を軽減します。 

不育症治療費助成事業 【出産育児課】 

●不育症治療を受けた夫婦に対し、当該不育症治療に係る費用の一部を助成します。 

出産・子育て応援給付金事業 【出産育児課】 

●妊婦及び子育て世帯に対し、伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金を支給す

ることにより、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう支援しま

す。 

外国人家庭への母子健康手帳や予防接種などに関する情報の提供 【出産育児課】 

●子育て中の外国籍の妊婦に対し、外国語版母子健康手帳を配布するとともに、予防接種な

どの情報を提供し、翻訳機を用いた相談支援を行います。 



  

52 

  

ページ構成上、空きがでるため、コラムや体制図などを入れ
る必要があります。 
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基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

２―１―２ 乳幼児期の支援と健康診査の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 乳幼児期は、生活習慣の基礎作りが行われる時期であり、こどもの健やかな発達にふさわしい環

境づくりを心掛け、スキンシップを多く持つことが必要です。そのため、育児相談や親子教室など

相談支援を充実させ、子育てに対する負担感や不安感を解消するための取組が重要となります。 

 健康診査については、４カ月児健診や、１歳６か月健診、３歳６か月健診を実施し、乳幼児の発

育・発達を支援しています。本市における乳幼児健康診査は、受診率が９割以上で推移しており、

また、未受診者には受診勧奨だけでなく、訪問による個別支援など、関係機関と連携することで、

全乳幼児を把握し、養育状況の確認と必要な支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身近な地域で子育ての相談できるよう、関係機関と連携して相談支援体制を整備し

ます。乳幼児の健康保持及び増進のために、発達や心身の状態の確認のための乳幼

児健康診査を充実し、経済的負担も軽減します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

具体的な取組 

子育て講座の実施 【出産育児課】 

●子育てに負担感・不安感などがある保護者に対し、「前向き子育てプログラム（トリプル

Ｐ）」などを実施し、育児に関する知識の普及を行います。 

●市内公民館等で、「親子でリトミック」や「夏休み工作講座」等、子どもや親子で参加で

きる講座を開催します。また子どもの日頃のクラブ活動の成果発表として、「キッズなか

よし発表会」を開催します。 

●男女共同参画センターで親子向け講座等を実施し、参加者同士の交流、情報交換ができる

場を提供することで、子育てに前向きになれるよう支援します。 

 

 

主な対象 
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基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

 

 

 

  

具体的な取組 

産後のメンタルヘルスへの支援 【出産育児課】 

●産後の心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう産後ケ

ア事業の充実に努めます。 

●出産前又は出産後において体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障があ

る者の属する世帯に対し、産前産後ヘルパーを派遣することにより、妊産婦の心身の健康

を維持するとともに、子育てを支援します。 

乳幼児訪問指導の充実 【出産育児課】 

●保健師、助産師、栄養士、保育士による訪問を行い、保護者の悩み等に応じた、相談支援

を実施します。また、地域で安心した子育てができるように支援します。 

つどいの広場における相談支援の充実 【出産育児課】 

●保育士等が、育児相談や遊び方、関わり方等の支援を行い、子育ての不安軽減を図ります。 

多胎児家庭への支援 【出産育児課】 

●多胎児を養育する者に対し、多胎児移動支援サポーターを派遣することにより、多胎児家

庭の外出の困難さの支援を行います。 

家庭教育学級の充実 【生涯学習課】 

●家庭教育学級・幼児家庭教育学級・女性学級への学習機会の提供と、子育てや人権に関す

る講座を実施します。 

ブックスタート事業の充実 【出産育児課】 

●４か月健診時に、絵本の配布をとおして、親子の関わりを支援します。 

読書活動の推進 【生涯学習課】 

●読み聞かせや、ぬいぐるみお泊り会等のイベントを行い、本と触れ合う機会を増やすこと

で、読書活動や調べ学習の推進を図ります。 

乳幼児期からの生活習慣の確立支援 【出産育児課・保育教育課】 

●保健師や栄養士が各種健康診査、親子教室などの様々な機会を通じて生活習慣などの指導

を行うとともに、乳幼児の発達発育を促進します。 

●保育所や認定こども園等の就学前施設で様々な機会に、保護者に生活習慣の重要性につい

て啓発します。 
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基本目標 2 こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策 1 妊娠から乳幼児期までの保健施策の充実 

２―１―２ 乳幼児期の支援と健康診査の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妊婦健診及び乳幼児健診の未受診者の把握 【出産育児課】 

●妊娠届出のあった妊婦及び乳幼児健康診査の未受診者の把握を行います。 

具体的な取組 

産婦健康診査 【出産育児課】 

●産後２週間、産後１か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査を助成します。 

乳幼児健康診査の充実 【出産育児課】 

●児と保護者が安心して受診できる体制づくりと、引き続き受診率の維持をめざします。 

●健診未受診者に対し、再案内の通知や個別支援を行うなど、受診勧奨を行います。 

出産・子育て応援給付金事業 【出産育児課】 

●妊婦及び子育て世帯に対し、伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金を支給す

ることにより、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう支援しま

す。 

産前・産後ヘルパー派遣事業 【出産育児課】 

●出産前又は出産後において体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障があ

る者の属する世帯に対し、実施する産前産後ヘルパーにおいて、利用世帯の所得の状況に

応じ、利用者負担額を軽減します。 

産後ケア事業 【出産育児課】 

●産後の心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の

確保を図る産後ケア事業において、利用世帯の所得の状況に応じ、利用者負担額を軽減し

ます。 

乳幼児一般健康診査 【出産育児課】 

●生後１か月の乳児など出産後間もない乳幼児に対する健康診査を助成します。 
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ページ構成上、空きがでるため、コラムや体制図などを入れ
る必要があります。 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策２ 子育てと仕事の両立支援 

２－２―１ 就学前施設の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 共働きの子育て家庭が増加を続けており、今後も働きながら子どもを育てることができる環境

の整備が求められています。アンケートでは本市において「保育サービスが充実しているか」に対

する回答として「いいえ」の割合が増加しており、ニーズの充足度は不十分であることが示されて

います。子育て家庭の潜在ニーズにも対応した教育・保育サービスの提供量の確保に向けて、多様

な受け皿の確保に努めていく必要があります。 

 また、令和 8 年度から新たな給付制度としてスタートする乳児等通園支援事業（こども誰でも通

園制度）をはじめとして、保育以外の多様な事業を展開していくために、保育士等の確保策を展開

していく必要があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

保護者のニーズを踏まえながら、就学前施設の施設配置を行うとともに、多様な保育

サービスを充実します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

 

主な対象 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策２ 子育てと仕事の両立支援 

 

 

  

一時預かり事業 【保育教育課】 

●幼稚園在園児を対象とした預かり保育を行います。 

●保育所や認定こども園での就学前までの児童を保護者の疾病、出産及び親族の看護、その

他育児疲れなどでリフレッシュしたい時などに一時預かりを行います。 

病児・病後児保育事業 【保育教育課】 

●病気または、病気回復期にあるため集団保育が困難な児童について、保育所や医療機関等

に併設された専用室で保育を実施します。 

夜間・休日保育の充実 【保育教育課】 

●夜間保育は開所時間が午前 11 時から午後 10 時までの 11 時間で、開所時間の前後に７

時間までの延長保育が実施できるもので、本市に実施施設は無く、隣接する市にある１か

所で、申込みがあれば委託により実施します。 

●休日保育は、就労形態の多様化に伴い、日曜・祝日勤務の保護者向けに実施するもので、

私立認定こども園 1 か所で年始（１日～３日）を除く日曜・祝日の保育を実施します。 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施 【保育教育課】 

●保育所等に通っていない 0 歳 6 か月から満 3 歳未満のこどもが、月一定時間までの利用

可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事

業（「こども誰でも通園制度」）を実施します。 

具体的な取組 

保育士・保育教諭の確保への支援 【保育教育課】 

●保育所等が定員までこどもを受け入れられるとともに、一時預かり事業や乳児等通園支援

事業を適切に実施できるよう、保育士や保育教諭の確保に対する支援を実施します。 

時間外保育の実施 【保育教育課】 

●保護者の就労形態等の事情により、保育時間（標準時間：11 時間、短時間：８時間）を

超えて保育が必要な在園児を対象に、時間外保育（延長保育）を実施します。 

就学前教育・保育施設の整備 【保育教育課】 

●教育・保育施設の利用状況やニーズ調査等により把握した利用希望を踏まえ、教育・保育

提供区域ごとに必要定員総数を定め、確保に努めます。 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策２ 子育てと仕事の両立支援 

２－２―２ 学童保育の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、市内の 10 か所で学童保育室を実施しており、放課後や夏休みの長期休業期間中に児

童の預かりを行っています。これまで、延長保育の実施、土曜日保育の毎週実施、４年生保育の開

始などサービスを拡充してきましたが、高学年保育の拡大や長期休業期間中の昼食提供など、さら

なるサービスの向上が求められています。 

また、共働きの保護者が増加している傾向により学童保育の需要は年々増加し、待機児童の解消や

保護者のニーズに対応していくためには、保育室および指導員の確保が必要となります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

こどもが放課後等に安心・安全に過ごせる学童保育の充実とサービス向上に取り組

みます。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策２ 子育てと仕事の両立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童保育サービスの充実 【こども政策課】 

●高学年保育のさらなる拡大、昼食提供など保護者ニーズを踏まえたサービスを踏まえたサ

ービスの向上を進めます。 

学童保育の安定的な運営 【こども政策課】 

●学童保育室の整備や改修を行い保育場所の確保を行います。また、安定的な人材確保と指

導員の資質向上に努めます。 

具体的な取組 
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２－3―1 小児医療の体制整備 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 
 こどもは、意思表示をする力が弱いため、自らの症状について的確に伝えることが困難な場合が

あります。また、核家族化、共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化などにより、保護者のこ

どもの健康に関する相談相手が少ないこと、こどもの体調の変化に気づくのが遅れてしまうことな

ど、こどもが小児医療につながるまでの課題があります。そのため、こどもの病気についての知識

や、緊急時の相談連絡先を保護者に周知・啓発するとともに、つながりやすい小児医療の体制整備・

充実が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

次世代を担うこどもが心身ともに健やかに育つために、医療、保健、福祉が連携し、

健康・医療のまちづくりを推進します。 

基本
方向 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

 

  
具体的な取組 

予防接種事業の充実 【出産育児課】 

●各種健康診査などの様々な機会を通じて予防接種の必要性を周知し、接種勧奨を行いま

す。 

子ども医療費助成事業の継続的な実施 【こども政策課】 

●子育て世帯の経済的負担軽減と、子どもの健やかな育成を目的として、高校修了までの入

院・通院医療費を助成します。 

小児救急医療体制の充実 【保健福祉課】 

●初期救急医療体制の整備を行い、休日や夜間も安心して医療を受けることができる環境を

整えることで、子育ての不安軽減を図ります。また、関係機関と連携し、小児救急医療広

域運営事業に取り組むとともに、三島二次医療圏救急医療検討会に参加し、三島二次医療

圏における望ましい救急体制のあり方について協議します。 

 



  

63 

 

基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

２－3―2 食育の推進 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

  

こどものうちに健全な食生活を確立することは、生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性

を育んでいく基礎になります。 

朝食を毎日食べることは、栄養バランスに配慮した食生活や基本的な生活習慣を身に付ける観点

から非常に重要です。令和 5 年度全国学力・学習状況調査では、朝食を毎日食べている本市の児童

生徒は、小学 6 年生では 78.9％(全国 83.7％)、中学 3 年生では 76.9%(全国 78.6％)とどちら

も全国平均に比べ、低い状況です。 

こどもが基本的な生活習慣を身につけるためには、認定こども園や学校等の教育機関や、民間事

業者等を含む地域全体が、家庭と連携・協働し、こどもとその保護者が一緒に意識を高め行動する

ための取組を推進することが必要です。本市では離乳食講習会や講座、家庭訪問等により、栄養・

食生活に関する正しい知識や情報を伝え、家庭における不安解消を進めています。また、保育所、

幼稚園、認定こども園、学校では、「給食だより」や「えいようだより」を配布し、保護者に対する

食や栄養の関心を高めるとともに、クッキングや菜園活動等を行い、こどもが自身で楽しみながら

正しい食習慣を身につけられるよう、食育を行っています。 

 

 

 

 

こどもの頃から、食の楽しみを知り、食に対する関心を深めるとともに、正しい食習

慣を身につけることができるよう、食育を推進します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

 

  

離乳食講習会の充実 【出産育児課】 

●離乳食講習会（12 回）、後期食講習会（12 回）を開催し、児の月齢に応じた適切な食習

慣の習得と不安の解消につなげていきます。 

具体的な取組 

乳幼児の食事に関する講座等の充実 【出産育児課】 

●摂津市栄養士会と連携して、乳幼児健診会場での指導・周知や、保育所等の地域活動事業

やつどいの広場での栄養講座等を実施します。 

保育所・幼稚園・認定こども園での食育の充実 【保育教育課】 

●給食展示や給食だよりの発刊などにより、家庭に対する食育を推進するとともに、クッキ

ング保育や菜園活動などを通じてこどもたちの食への関心を高めます。 

小中学生およびその保護者に対する食育の推進 【学校教育課・教育政策課】 

●小中学校食育担当者などを対象に、食育担当者会議を実施し、取組みの共有化を図ります。 

●調理実習や新献立・リクエスト献立募集の実施、えいようだより・食育だより・給食通信

等の発行を通じて、児童・生徒およびその保護者の食への関心を高めます。 

摂津市公式キッチンによる食育の啓発 【保健福祉課・出産育児課】 

●食から健康を実現するために開設した日本最大の料理レシピサービス「クックパッド」の

摂津市公式キッチンを活用し、妊産婦や乳幼児から高齢者に至るまで、離乳食、健康づく

り、学校給食、若いうちからのフレイル予防など管理栄養士が考えた今日から試せるレシ

ピを随時公開します。 

ホームページでの啓発 【保健福祉課・出産育児課】 

●毎月 19 日の食育の日に、市ホームページで【食育コラム】、【こどもの食コラム】を更新

し、日々の食生活に取り入れられる情報を発信します。 

給食センターの設置 【教育政策課】 

●学校給食を活用した食育を推進するため、調理場の見学などに対応できる見学スペース

や、教職員向けの研修を行う会議室等の整備について検討します。 

●地域の食事・食文化への理解を深めるため、給食の食材として積極的に地場産物を使用し

ます。 

●関係機関と連携し、給食センターを活用した食育の取組について協議・検討します。 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策３ こどもの健康増進施策の充実 

２－3―3 スポーツ活動の機会の醸成 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、様々なスポーツ活動団体や健康づくりグループが活発に活動し、スポーツを通じて地

域住民のつながりを深めることができる機会を創出しています。 

 また、摂津ふれあいマラソン親子チャレンジランなど、子育てでスポーツ活動の時間が取れない

世代が親子で参加しやすいイベントを展開しています。 

 引き続き、誰もが参加しやすいスポーツイベントや、スポーツを通じて交流を広げられる機会を

充実します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

こどもがスポーツ活動に親しむように、多様な活動の場を充実するとともに、イベント

や体験の場を提供します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

スポーツ少年団活動などの充実 【文化スポーツ課】 

●スポーツ少年団への体験入団等、活動活性化を検討し団員数の拡充に努めることでスポー

ツ人口のすそ野を広げます。 

生涯スポーツを通じた交流の促進 【文化スポーツ課】 

●アスリートの技術だけでなく、考え方やノウハウを学ぶことのできる内容でアスリートス

ポーツ教室事業が実施できるよう努めます。 

●幅広い年齢層が参加できるよう、摂津ふれあいマラソンの内容の充実に努めます。 

具体的な取組 

 

主な対象 

子育て世代に対する機会の拡充 【文化スポーツ課】 

●子育て世代が親子で参加しやすいイベントの展開に向けて、指定管理者と協議します。 
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基本目標２ こどもを安心して生み、育てることのできるまちづくり 

基本施策４ 結婚・妊娠・出産・子育てに関する情報の充実と提供 

２－４―１ 情報発信の強化 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 子育てに関する支援を充実するとともに、必要とする人が、その支援やサービス、制度を活用す

ることができるよう、情報発信を充実する必要があります。 

 また、情報発信においては、多様なツールや手段を充実するとともに、定期的な発信や、イベン

トや健診等の機会での情報提供等で行うことで、多くの人が情報を受け取れるようにします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

支援や制度が必要な家庭に活用されるよう、子育てに関する情報発信を充実します。 
基本
方向 

 

 

関連計画 

子育てに関する情報提供の充実 【出産育児課】 

●市のホームページや広報紙など様々なツールを活用するとともに、妊娠届や出生、健診、

転入等の各時期に、子育てに関する情報提供を行います。 

●子育てに関する情報を集約した「せっつみんなで子育てガイド」を作成し、市内の子育て

をしている人に配布します。 

●子どもの成長において大切にしてほしいことを集約した「せっつ子育て応援 BOOK」を

出生届時に配布します。 

多様化する勤務形態・育児休業制度等の諸制度の普及・啓発 【産業振興課】 

●働き方改革関連法など情勢の変化に応じて、国・府等からのパンフレットの配布や市ホー

ムページ等、随時情報を発信し、制度の普及・啓発に努めます。 

具体的な取組 

 

主な対象 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

３－１―１ 犯罪、交通事故等の抑制 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、公立認定こども園全園において玄関のオートロック化または受付員を配置し令和５年

度において不審者の侵入は 0 件でした。また、防犯上の観点より公園の視認性を確保するため、高

木の剪定、低木の刈込等を行いました。今後は、防犯に関する関心を高めることや犯罪抑止力を向

上させるための取組の強化をさらに推進する必要があります。 

本市内におけるこどもが関連した事故は、毎年10件程度で推移しています。また、小学生の交

通事故の特徴として、歩行中の事故が最も多く過去５年合計で約6割を占め、その中では「下校

中」が最も多くなっています。 

交通安全啓発については、現在、認定こども園や保育所、小学校などへ交通安全教室を実施す

るほか、通学路にて、児童や自転車利用者等を対象に交通マナーを指導しています。また、安全

対策が必要と判断した通学路に関して、工事を実施、車両の速度抑制等については、地元住民等

からの情報をもとに安全対策を検討し、計画的に整備を進めています。 

交通事故防止のため、今後も継続して交通安全教室等による交通安全意識の向上を図るとともに、

通学路等安全対策プログラムに基づき通学路の整備等を推進し安全確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

犯罪や交通事故等を防止するための取組を進め、子育て家庭が安心して暮らせるま

ちづくりを推進します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

主な対象 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通安全教育の推進 【道路交通課・学校教育課】 

●交通安全教室等を開催し、児童・幼児や保護者に対し交通安全に関する啓発を行います。 

通学路の安全確保 【道路交通課・教育政策課・保育教育課】 

●通学路等交通安全プログラムに基づく点検を実施し、路面標示（グリーンベルト）の設置

や交通専従員の配置などによる危険箇所への安全対策を実施します。 

●不審者侵入防止対策の強化を図るため、小学校のオートロック化を進めます。 

●べふこども園・小学校の正門及び摂津小学校・鳥飼北小学校の通用門に受付員を配置し、

児童が安全安心に通園・通学できるよう見守りを行います。 

「子どもの安全・安心」まちづくり啓発活動 【教育政策課】 

●摂津警察署及び摂津郵便局との連携協定に基づくこどもの見守り活動を実施し、犯罪や事

故の未然防止を図ります。 

具体的な取組 

非行防止活動の推進 【学校教育課】 

●小中学校において、警察等の関係機関と連携し、外部講師等を活用した非行防止教室を実

施するなど、子どもたちの非行防止に対する意識を高めます。 

地域の公園の維持管理 【水みどり課】 

●防犯上の観点から、高木の剪定、低木の刈込等を行い、視認性の確保に努めます 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

３－１―２ 地域における見守り体制の強化 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 地域の見守り活動を行う民生委員・児童委員や、保護者や関係団体が連携し、こどもや犯罪や事

故に巻き込まれることがない環境づくりを進めるとともに、緊急時の対応及び情報共有のために連

携体制を強化します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域における見守り活動を充実し、こどもが健やかに成長できる環境を整備します。 
基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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  基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

「こども 110 番運動」・子どもの安全見守り隊の取組みの充実 【生涯学習課】 

●こども 110 番運動の協力者に対して啓発物品の配付等を行うとともに、協力者数を増や

すための啓発を実施します。 

●登下校中の子どもの見守り活動に担い手となる「子どもの見守りボランティア」の確保に

努めます。 

子どもの安全・安心のための情報提供 【保育教育課・学校教育課】 

●不審者等の情報があった場合ただちに情報提供を行うとともに、その値地域を重点的に巡

回し安全の確認を行います。 

●地域の危険箇所のチェックや児童の登下校時のマナーに関する指導を行います。 

民生委員・児童委員による子どもの見守り活動 【保健福祉課】 

●子どもの見守り活動を行う民生委員・児童委員の活動状況を把握し、必要に応じて連携や

情報交換を図り、住み慣れた地域で安心した子育てができる環境づくりにつなげます。 

具体的な取組 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

３－１―３ こどもの居場所づくりの推進 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

本市では、放課後子ども教室（わくわく広場）、子ども食堂、児童センターなどの事業や活動を通

して、こどもの居場所づくりに取り組んでおりますが、すべてのこどもたちが安心して過ごすこと

ができる身近な地域の居場所の確保には至っておりません。 

児童センターは市内に１か所だけで、地域的な偏りとともに中高生の居場所についても検討する

必要があります。 

こども食堂をはじめとする、地域におけるこどもの居場所は十分に整備されているとはいえず、

さらなる拡充が求められます。 

また、こどもの居場所の取り組みや場所について、広く周知することが必要です。 

これらの取り組みについていずれも主に小学生までを対象とした居場所となっており、中高生が

主体的に活動できる居場所づくりも必要となっています。 

  

地域におけるこどもの居場所を拡充し、こどもが自分らしく、安全に過ごせる場所を

増やします。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策１ 地域の安全・安心の充実 

  

具体的な取組 

児童センターの拡充 【こども政策課】 

●第２児童センターの整備を進めるとともに、中高生も対象とした施設としての機能や運営

について検討します。 

放課後子ども教室（わくわく広場）の充実 【こども政策課】 

●リーダー会議での情報交換により、活動の活性化を図るとともに、安全で安心なこどもの

居場所づくりに努めます。 

こども食堂の拡充 【こども政策課】 

●こども食堂運営事業補助金を交付し、こども食堂の拡充を図ります。 

●こども食堂ネットワークと連携し、情報交換を行うとともに、イベント等の開催により、

子ども食堂の周知を図ります。 

宿題カフェの展開 【こども政策課】 

●喫茶店や事務所等の空きスペースを、放課後に小学生が宿題をすることができる場所とし

て開放する宿題カフェの展開を図ります。 

 

地域の公園や広場の活用の推進 【水みどり課】 

●施設の日常点検・修繕・更新を適切に行い、子どもたちが安全・安心に遊べる環境づくり

に努めます。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

３－２―１ 地域における子育て支援の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

アンケートでは、地域の子育て支援サービスの利用について、つどいの広場の利用状況をみると

「利用していない」が７割以上と最も高くなっており、気軽に利用できる地域の子育て支援サービ

スの提供を充実させる必要があります。 

 

 

 

 

 

  

こどもと他世代が交流する機会を充実し、誰もがこどもと子育てに関心を持ち、見守

りや子育て支援に参加しやすい環境づくりを進めます。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 

具体的な取組 

乳幼児との交流機会の促進 【保育教育課】 

●公私立認定こども園等において、中学生・高校生の体験学習を行います。 

体験学習の推進 【学校教育課】 

●市内の農業関係者の協力を得て、農業体験学習を行います。５年生は、お米の植え付け体

験や収穫体験を行い、３年生は、鳥飼なすの植え付け、収穫などを行います。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

 

  

 

保育所・認定こども園等の地域子育て支援機能の充実 【保育教育課】 

●保育所・認定こども園等が、地域の親子を対象とした園庭開放や親子教室、子育てサーク

ルの支援などを実施し、地域の子育て支援としての機能を担います。 

●施設利用の保護者のほか、地域の親子を対象とした園庭開放や親子教室等の際に、保育教

諭等が子育て相談を行います。 

具体的な取組 

子育てサロンを通じた交流の場の提供 【出産育児課】 

●校区等福祉委員会では、市内７か所で子育てサロンを実施し、地域の人との交流や育児相

談をできる場を提供します。 

乳幼児の訪問指導の充実 再掲 【出産育児課】 

●保健師、助産師、栄養士、保育士による訪問指導を行い地域で安心した子育てができるよ

うに支援します。 

多世代・異年齢間の交流機会の充実 【学校教育課・保育教育課】 

●保育所、幼稚園、認定こども園の幼児と小学生、中学生の交流を行うとともに、児童会・

生徒会の全校的な活動により異年齢交流を図ります。 

●地域の未就園児向けの園庭開放や高齢者等のたちより体操等を実施し、地域の方々との交

流を図ります。 

子育てボランティア（エンゼルフレンド）との協働 【出産育児課】 

●エンゼルひろば、かるがも広場において、エンゼルフレンドを募集し、つどいの広場にお

ける行事や親子教室等の協働実施を行います。 

青少年リーダーの養成 【生涯学習課】 

●野外活動体験を通じて自らが積極的に物事に取り組み、仲間とともに行動できる青少年

リーダーの養成を図ります。 

児童センターの地域子育て支援の充実 【こども政策課】 

●地域の親子の交流の場・小学生の遊び場としての機能を確保するとともに、利用者のニー

ズを把揜し、地域子育て支援の充実を図ります。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

３－２―２ 保護者の孤立防止 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

アンケートでは、子育てが地域の人に支えられていると感じていない割合が 5 割以上と高く、一

方で、気軽に相談できる人や場所は、身近な家族や友人に相談する人が多く、自治体などの公的な

機関や、民生委員・児童委員などへの相談は少なくなっています。 

子どもに関する保護者の悩みの内容は、発育発達に関することや、健康、教育、子どもの友達付

き合いや子どもとの接し方等、多岐にわたっています。相談したいとき、どこに相談すればよいの

か悩む人を、適切な相談窓口や専門機関、必要な支援につなぐことができるよう、効果的に情報発

信や周知を行う必要があります。 

 

 

 

 

  

保護者が地域から孤立し、子育ての負担や不安を一人で抱え込むことがないように、

子育ての相談や助け合いができる環境づくりを進めます。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

 

  

 

つどいの広場の実施 【出産育児課】 

●子育てに悩む保護者などを子育て親子の交流等を促進するつどいの広場に繋ぎ、子育ての

不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援します。また、つどいの広場の適正配置

について検討します。 

具体的な取組 

子育て世帯への訪問・支援 【こども家庭相談課】 

●保育所等に通っていない３歳以上の児童や登園が安定しない児童の家庭を訪問し、適切な

子育てサービスに繋げます。 

子育て講座の充実 再掲 【生涯学習課・人権女性政策課】 

●市内公民館等で、「親子でリトミック」や「夏休み工作講座」等、子どもや親子で参加で

きる講座を開催します。また子どもの日頃のクラブ活動の成果発表として、「キッズなか

よし発表会」を開催します。 

●男女共同参画センターで親子向け講座等を実施し、参加者同士の交流、情報交換ができる

場を提供することで、子育てに前向きになれるよう支援します。 

子育てサロンを通じた交流の場の提供 再掲 【出産育児課】 

●校区等福祉委員会では、市内７か所で子育てサロンを実施し、地域の人との交流や育児相

談をできる場を提供します。 

児童センターの地域子育て支援の充実 再掲 【こども政策課】 

●地域の親子の交流の場・小学生の遊び場としての機能を確保するとともに、利用者のニー

ズを把握し、地域子育て支援の充実を図ります。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

３－２―３ 地域と学校の連携強化 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 各中学校区に設置された地域教育協議会（すこやかネット）の創設から 20 年以上が経過し、地

域と学校とのさらなる連携強化に向け、地域学校協働本部を整備するとともに、地域学校協働活動

推進員を設置することが求められます。 

一部の小中学校では学校運営協議会が設置され、地域とともにある学校づくりが進んでいます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民や地域団体と学校が目標や課題を共有し、学校も含む地域全体でこどもの

成長を支えます。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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  基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策２ 地域・学校・行政の連携促進 

地域学校協働活動の推進 【こども政策課】 

●学校を核とした地域づくりに向け、地域と学校をつなぐコーディネーター役となる地域学

校協働活動推進員の設置や地域学校協働本部の整備を図ります。 

具体的な取組 

 

地域教育協議会（すこやかネット）活動の充実 【こども政策課】 

●地域でこどもたちを見守り、こどもたちに様々な体験の機会を提供する、すこやかネット

の活動の充実を図ります。 

学校運営協議会（コミュニティスクール）の推進 【学校教育課】 

●教育委員会から委嘱・任命された地域住民や保護者、学識経験者等が委員となり、めざす

子どもの姿に向け、目標やビジョンを共有し、地域一体となって子どもたちを育む「地域

ともにある学校づくり」を進めます。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策３ 世代間、団体間の交流の促進 

３－３―１ 地域における子育て支援団体の連携と充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

 本市では、子育て支援ネットワーク推進会議を開催し、子育てに関係する機関での連携強化や、

地域の子育て家庭が抱える課題について、協議を進めています。 

また、こどもや子育て家庭を支える様々な団体、関係機関があり、これらが今後一層連携・共同

の取組を進め、より広く効果的な支援を可能とすることが望ましくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域における各種関係団体が連携を進め、こどもと子育て家庭に対する支援を強化

します。 

基本
方向 

 

 

関連計画 

 

 

主な対象 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策３ 世代間、団体間の交流の促進 

 

  

 

子育てサークル支援の充実 【出産育児課】 

●各子育てサークルの情報交換、交流の促進や、子育てサークル同士の相互支援などのため

実施する子育てサークルで、制度の周知・相談を行い、保育士派遣や遊具の貸し出し等の

活動支援を行います。 

子育て支援ネットワーク推進会議の活動の充実 【出産育児課】 

●子育て支援ネットワーク推進会議構成員の関係機関・団体のつながりを強化し、活動の充

実を図ります。 

地域学校協働活動の推進 再掲 【こども政策課】 

●学校を核とした地域づくりに向け、地域と学校をつなぐコーディネーター役となる地域学

校協働活動推進員の設置や地域学校協働本部の整備を図ります。 

具体的な取組 

地域教育協議会（すこやかネット）活動の充実 再掲 【こども政策課】 

●地域でこどもたちを見守り、こどもたちに様々な体験の機会を提供する、すこやかネット

の活動の充実を図ります。 

民生委員・児童委員、主任児童委員の相談支援活動の推進 【保健福祉課】 

●民生委員・児童委員等、地域の子育て支援関係者による相談支援活動を推進するため、関

係機関を通じ、課題の共有・連携強化を図ります。 

こども会活動の充実 【生涯学習課】 

●こども会育成連絡協議会と連携し、各単位こども会への支援や、こども会親善スポーツ大

会・冒険プログラム等を実施します。 

青少年指導員の活動支援 【生涯学習課】 

●青少年指導員連絡協議会の役員会や専門部会の運営及び各学校での活動を支援します。 

イベント等を通じた啓発活動の推進 【生涯学習課】 

●青少年指導員連絡協議会やこども会育成連絡協議会、ＰＴＡ協議会と連携し、各種行事や

イベントなどで、子育て環境の整備に向けた啓発活動に取り組みます。 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策３ 世代間、団体間の交流の促進 

３－３―２ 地域における子育て支援交流の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

全国的に核家族化が進行しており、本市においても世帯数が年々増加する中、その内訳として核

家族世帯と単身世帯が増加し続けています。アンケート調査では、子どもをみてもらえる親族や知

人や、近所で子どもの話や世話話をする人が「いない」と回答する保護者が年々増加しており、ま

た、子育てが地域の人に支えられて「いない」と回答する保護者が増加するなど、子育て当事者の

孤立が進んでいます。そのため、子育てに関する不安や悩みの軽減や、子育て中の親子が気軽に集

い交流できるよう場の充実が必要です。 

 

 

 

 

  

身近な場所でこどもや保護者などが気軽に集い、交流し、相談や情報共有ができる場

を充実し、育児への不安や負担感の解消や地域の子育て力の向上を図ります。 

基本
方向 

 

 

主な対象 

 

 

関連計画 
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基本目標３ 地域でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

基本施策３ 世代間、団体間の交流の促進 

具体的な取組 

 児童センターの地域子育て支援の充実 再掲 【こども政策課】 

●地域の親子の交流の場・小学生の遊び場としての機能を確保するとともに、利用者のニー

ズを把揜し、地域子育て支援の充実を図ります。 

 つどいの広場の子育て相談の充実 【出産育児課】 

●つどいの広場担当者会議にて事例検討を行うなど、関係機関で情報の共有や連携を強化

し、相談体制の充実を図ります。 

 子育てサロンを通じた交流の場の提供 再掲 【出産育児課】 

●校区等福祉委員会では、市内７か所で子育てサロンを実施し、地域の人との交流や育児相

談をできる場を提供します。 
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第５章 こどもの成長を支える教育・保育の環境づくり 

１ 提供区域の設定 

現在、安威川以北と安威川以南の圏域では、各年齢の児童人口が大きく異なり、５歳以下につい

ては、安威川以南より安威川以北の方が２倍ほど児童数は多く、それに伴い教育・保育事業も安威

川以北の方が多い状況にあります。 

第１期及び第２期計画においては、保育の提供区域について、市内における社会資源の整備状況

や他の計画で設定している地域区分を考慮し、身近な区域であり他の計画や市の政策とも整合のと

りやすい圏域に焦点を当て、安威川を中心に南北に分けた２圏域（安威川以南・安威川以北）を設

定しました。また、教育の提供区域については、他市の幼稚園利用などからみて、保育と比較して

圏域が広いと考えられるため、１圏域としました。 

居住地区別に事業の市外利用の現状・意向をみると、安威川以北圏域では、幼稚園（教育）の市

外での利用が一定数いることから、教育事業の利用については、引き続き、市全体での提供とする

ことが望ましいと判断しました。 

安威川以北と安威川以南では、区域での人口差が大きいことや施設数に差があるため、量の調整

や確保が困難な面もあり、複数の区域設定でなく、市全域で１区域とすることも考えられますが、

身近な圏域での事業利用を可能とする点を考慮し、引き続き、２圏域と設定しました。 

２ 「量の見込み」と「確保の方策」を検討する事業 

３ 教育・保育の量の見込みと確保の内容 

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容 
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≪資料編≫ 

１ 摂津市子ども・子育て会議条例 

２ 摂津市子ども・子育て会議委員名簿 

３ 計画策定の経緯（子ども・子育て会議開催状況） 
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４ アンケート調査結果の概要 

〔１〕子ども・子育て支援ニーズ調査 

本計画を策定するための基礎資料を得ることを目的に、令和５年度（2023 年度）に子ども・子

育て支援ニーズ調査を実施しました。調査結果の主なものを掲載します。 

※グラフ中の「ｎ」は当該質問の回答者総数、「MA％」は複数回答設問を表します。 

 

（１）母親のフルタイム就労率の増加 

就学前児童・小学生の保護者ともに、母親の就労形態は「フルタイム（正規）」が増加傾向にあり

ます。 

【母親の就労形態】 

就学前児童の保護者              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

小学生の保護者 
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イ
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イ
ム
・ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
だ
が
、
（産

休
）育
休
・介
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(n=1,329)

（%）
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（２）育児休業の取得状況 

①育児休業の取得状況 

育児休業を取得している割合は、母親、父親ともに大きく増加しています。 

 

就学前児童の保護者 

 

【母親の育児休業取得状況】          【父親の育児休業取得状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②育児休業を取らずに働いた理由 

母親と父親で理由の傾向が異なっており、母親は「子育てや家事に専念するために退職した」が

最も高く、父親は「仕事が多く忙しいため取れそうになかった」や「職場に育児休業を取りにくい

雰囲気があった」が高くなっています。 

 

【育児休業を取らずに働いた理由】 
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休
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ど
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取
得
要
件
を
満
た
さ

な
か
っ
た

育
児
休
業
を
取
れ
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た

そ
の
他

無
回
答
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、
あ
る
い
は
、
今

取
っ
て
い
る

育
児
休
業
を
取
ら

ず
に
働
い
た

育
児
休
業
を
取
ら

ず
に
離
職
し
た

無
回
答

R5調査
(n=678)

H30調査
(n=1,099)
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(n=1,329)
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（３）子どもと一緒に過ごす時間 

就学前児童・小学生の保護者ともに、平日の父親の不満感（「やや不満」と「不満」の合計）が高

い傾向にあります。 

 

【母親が子どもと一緒に過ごす時間】     【父親が子どもと一緒に過ごす時間】 

 

就学前児童の保護者 

       

 

 

 

 

 

小学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）家庭における子育て支援 

就学前児童・小学生の保護者ともに「つらいと感じることがある」と回答している保護者はおよ

そ３割と高い傾向にあります。 

 

【子育てに対する感じ方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.8

53.4

31.7

29.1

15.6

6.2

11.1

3.1

7.2

6.6

0.6
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17.9

14.7

3.7

4.2

平日

休日

(%)
0 20 40 60 80 100

(n=694)

64.2

29.1

3.2 1.7 0.0 1.8

56.6

33.5

4.9 4.5
0.0 0.4

0

20

40

60

80

楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と

の
方
が
多
い

楽
し
い
と
感
じ
る
こ
と

と
つ
ら
い
と
感
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感
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じ
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じ
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就学前児童の保護者
(n=724)

小学生の保護者
(n=770)
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（５）子育てをする中での必要な支援や対策 

就学前児童・小学生の保護者ともに「子育てしやすい住居・まちの環境面での充実」や「仕事と

家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が高くなっています。 

 

【子育てに対して有効な支援】 

就学前児童の保護者           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の保護者          
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娠
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（６）地域における子育て支援 

就学前児童・小学生の保護者ともに「感じない」が高く、増加傾向にあります。 

 

【子育てが地域の人に支えられていると感じるか】 

 

就学前児童の保護者               小学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.1

60.1

1.8

66.2

32.6

1.3

0 20 40 60 80

感じる

感じない

無回答

R5調査
(n=724)

H30調査
(n=1,111)

44.0

54.9

1.0

72.5
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4.9

0 20 40 60 80

感じる

感じない
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R5調査
(n=770)

H30調査
(n=575)

（%）
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（７）子育てについての悩みの解消 

①子どもに関して悩んでいること 

就学前児童・小学生児童の保護者ともに「子どもの教育に関すること」が最も高いことが共通し

ています。 

就学前児童の保護者は「食事や栄養に関すること」、「病気や発育発達に関すること」、小学生児童

の保護者は「子どもの友だちづきあいにかんすること」も高くなっています。 

 

【子どもに関して悩んでいること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②回答者に関して悩んでいること（上位５位） 

就学前児童・小学生児童の保護者ともに「仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が十分取れ

ないこと」「子育てにかかる出費がかさむこと」が高くなっています。 

 

【回答者に関して悩んでいること】 

 

就学前児童の保護者              小学生の保護者 
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ど
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疲
れ
が
大
き
い
こ
と

子
育
て
に
関
し
て
配
偶
者

の
協
力
が
得
ら
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21.3

0

20

40

60

仕
事
や
自
分
の
や
り
た
い

こ
と
な
ど
自
分
の
時
間

が
十
分
取
れ
な
い
こ
と

子
育
て
に
か
か
る
出
費

が
か
さ
む
こ
と

子
育
て
に
よ
る
身
体
の

疲
れ
が
大
き
い
こ
と

子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
な
ど

か
ら
子
ど
も
に
き
つ
く
あ

た
っ
て
し
ま
う
こ
と

配
偶
者
以
外
に
子
育
て

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
が

い
な
い

（MA％） (n=724) 
(MA%) 

36.5
40.1

24.9 25.1

40.5

22.8

6.8
3.2

18.0

2.6

23.5 22.1
17.5 18.3

52.9

39.9

4.5 4.2

17.0

1.2

0

20

40

60

病
気
や
発
育
発
達
に
関

す
る
こ
と

食
事
や
栄
養
に
関
す
る

こ
と

子
ど
も
と
の
接
し
方
に

自
信
が
持
て
な
い
こ
と

子
ど
も
と
過
ご
す
時
間

が
十
分
に
取
れ
な
い
こ

と

子
ど
も
の
教
育
に
関
す

る
こ
と

子
ど
も
の
友
だ
ち
づ
き

あ
い
に
関
す
る
こ
と

子
ど
も
の
登
所
・登
園

拒
否
や
不
登
校
な
ど

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

就学前児童
(n=724)

小学生児童
(n=770)
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（８）仕事と子育てを両立させるうえでの課題 

就学前児童・小学生児童の保護者ともに「子どもや自分が病気やけがをしたときに代わりに子ど

もをみてくれる人がいないこと」が仕事と子育てを両立させるうえでの最も大きな課題となってい

ます。 

 

【仕事と子育てを両立させるうえでの課題】 

 

就学前児童の保護者小学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）近所に子どもの話や世間話をする人の有無 

就学前児童・小学生児童の保護者ともに、近所に子どもの話や世間話をする人が「いない」割合

が増加傾向にあります。 

 

【近所に子どもの話や世間話をする人の有無】 

 

就学前児童の保護者               小学生の保護者 
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（10）子育てを行う場所の意向 

就学前児童・小学生児童の保護者ともに５割以上が「育てたい」と回答している一方で、育てた

いと思わない理由としては、「遊び場が少ない」が共通して高くなっています。 

 

【今後も摂津市で子育てをしたいと思うか】 

 

就学前児童の保護者               小学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

【育てたいとは思わない理由（上位５位）】 

 

就学前児童の保護者               小学生の保護者 
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（11）摂津市の子育て施策の充実度 

本市の子育て施策に対して、肯定的な意見（「はい」と回答）の割合は、就学前児童の保護者では

全体的に減少傾向にあり、特に、『地域の子育て支援施策が充実していると思いますか』に対して、

平成 30 年調査よりも「はい」の割合が 14.8 ポイント減少しています。 

小学生児童の保護者では、『学童保育など放課後健全育成事業が充実していると思いますか』に

対して、平成 30 年調査よりも「はい」の割合が５.3 ポイント減少しています。 

 

【摂津市の子育て施策に関する感じ方】 

 

就学前児童の保護者 

 

 

 

 

 

  

21.7

20.2

15.6

14.5

9.8

15.5

19.5

19.6

9.1

29.3

29.4

27.1

25.1

10.9

28.6

33.1

18.8

22.4

46.0

47.0

53.7

56.5

75.3

51.7

43.5

57.5

64.5

3.0

3.5

3.6

3.9

4.0

4.3

3.9

4.1

4.0

29.3

35.0

19.0

19.6

10.3

16.8

15.2

26.7

10.1

23.7

18.6

23.2

21.2

12.1

32.5

39.6

15.2

13.5

43.6

43.0

54.4

55.5

73.5

47.2

42.0

54.5

72.4

3.5

3.3

3.4

3.7

4.1

3.5

3.2

3.5

4.1

21.6

22.6

16.8

11.7

7.1

9.3

16.2

9.9

8.3

34.7

26.6

24.8

28.1

16.0

38.3

31.6

13.0

18.7

40.6

47.7

54.9

56.7

72.8

48.9

49.1

72.9

69.2

3.1

3.1

3.5

3.5

4.1

3.5

3.1

4.1

3.8

保育サービスが充実していると思いますか

地域の子育て支援施策が

充実していると思いますか

親になることへの意識を育てる場が

充実していると思いますか

妊産婦や乳幼児、思春期の心身の

健康づくりが充実していると思いますか

ひとり親家庭の自立支援が

充実していると思いますか

子どもにとって学ぶ環境が充実

してきていると思いますか

子どもにとって安全・安心な環境が整っていますか

子どもの発達についての相談・療育・

生活支援が充実していると思いますか

児童虐待から子どもを守る環境が

整っているとおもいますか

R5調査
(n=724)

H30調査
(n=1,111)

H25調査
(n=1,329)

はい いいえ どちらでもない 無回答

0 0 0100 100 100   (%)

▲14.8 



  

94 

【摂津市の子育て施策に関する感じ方】 

 

小学生の保護者 

 

 

 

  

27.3

20.1

20.3

13.9

19.4

17.9

23.6

21.0

25.3

10.5

22.9

34.5

34.4

35.8

27.8

17.9

35.6

35.1

23.8

29.0

48.2

43.2

43.4

48.2

50.9

61.9

39.0

41.8

49.1

58.4

1.7

2.1

1.9

2.1

1.9

2.2

1.8

2.1

1.8

2.1

27.5

25.4

22.3

15.0

17.4

13.7

20.0

16.7

22.4

8.9

21.6

31.1

25.7

28.2

23.3

11.0

36.0

35.5

16.9

13.9

48.7

41.9

50.1

54.8

56.9

72.5

41.7

45.4

58.6

75.0

2.3

1.6

1.9

2.1

2.4

2.8

2.3

2.4

2.1

2.3

16.5

22.3

11.0

9.3

9.7

8.9

11.6

13.3

14.0

9.9

32.0

27.3

36.6

28.3

27.6

15.6

45.6

33.5

11.3

16.6

48.8

47.1

49.5

59.5

59.5

71.8

40.2

50.4

71.1

69.7

2.7

3.3

2.9

2.9

3.1

3.7

2.6

2.9

3.6

3.9

保育サービスが充実していると思いますか

学童保育など放課後児童健全育成

事業が充実していると思いますか

地域の子育て支援施策が

充実していると思いますか

親になることへの意識を育てる場が

充実していると思いますか

妊産婦や乳幼児、思春期の心身の

健康づくりが充実していると思いますか

ひとり親家庭の自立支援が

充実していると思いますか

子どもにとって学ぶ環境が

充実してきていると思いますか

子どもにとって安全・安心な環境が整っていますか

子どもの発達についての相談、療育・

生活支援が充実しているとおもいますか

児童虐待から子どもを守る環境が

整っていると思いますか

はい いいえ どちらでもない 無回答

R5調査
(n=770)

H30調査
(n=575)

H25調査
(n=699)

0 0 0100 100 100   (%)

▲5.3 
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〔２〕生活実態調査 

（１）子育て世帯の経済状況 

①子育て世帯の経済状況 

小学生・中学生ともに「赤字である」の割合がおよそ２割となっています。また、子どもの将来

のための貯蓄状況をみると、小学生・中学生の保護者ともにおよそ３割が「貯蓄をしたいが、でき

ていない」と回答しています。 

 

【世帯の経済状況】           【子どもの将来のための貯蓄状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各世帯の困窮度 

大阪府全体と比較すると、結果に目立つ差はみられないものの、困窮度Ⅰの世帯は大阪府全体よ

りも 3.2 ポイント低くなっています。 

【各世帯の困窮度】 

 

  

（%）

49.5

18.6

24.8

6.2

1.0

34.0

24.5

33.3

7.5

0.7

0 20 40 60

貯蓄ができている

赤字である

赤字でもなく

黒字でもない

わからない

無回答

小学生の保護者
(n=210)

中学生の保護者
(n=147)

70.0

29.0

0.0

1.0

60.5

35.4

2.7

1.4

0 20 40 60 80

貯蓄をしている

貯蓄をしたいが、

できていない

貯蓄をするつもりはない

無回答

小学生の保護者
(n=210)

中学生の保護者
(n=147)

（%）

52.2

29.4

5.7

12.7

50.5

28.5

5.1

15.9

0 20 40 60

中央値以上

困窮度Ⅲ

困窮度Ⅱ

困窮度Ⅰ

摂津市
(n=316)

大阪府
(n=33,035) 

（%）
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③経済的な理由で子どもにできなかったこと 

 小学生・中学生の保護者ともに、およそ７割が「どれにもあてはまらない」と回答しており、そ

の中でも経済的な理由で習い事や家族旅行ができないという回答が多く、生活上での不便等を感じ

ている子どもは少なくなっています。 

 困窮度別にみると、家族旅行や学習塾などの回答傾向としては同じですが、困窮度Ⅰ～Ⅲに該

当する場合は中央値以上に比べて回答率が増加しています。 

 

【経済的な理由で子どもにできなかったこと（上位４位+どれにもあてはまらない）】 

小学生の保護者                中学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【困窮度別】上位３位 

 中央値以上

（n=165） 

困窮度Ⅲ 

（n=93） 

困窮度Ⅱ 

（n=18） 

困窮度Ⅰ 

（n=40） 

１位 

家族旅行（テーマパークな

ど日帰りのおでかけを含

む）ができなかった 

（8.5％） 

家族旅行（テーマパークな

ど日帰りのおでかけを含

む）ができなかった 

（25.8％） 

家族旅行（テーマパークな

ど日帰りのおでかけを含

む）ができなかった 

（44.4％） 

家族旅行（テーマパークな

ど日帰りのおでかけを含

む）ができなかった 

（32.5％） 

２位 

お子さんを学習塾に通わ

せることができなかった

（4.8％） 

お子さんを学習塾に通わ

せることができなかった

（15.1％） 

お子さんを学習塾に通わ

せることができなかった

（38.9％） 

お子さんを習い事に通わ

す こ と が で き な か っ た

（22.5％） 

お子さんを学習塾に通わ

せることができなかった

（22.5％） 

３位 

お子さんに新しい服や靴を

買うことができなかった

（1.8％） 

お子さんを習い事に通わ

す こ と が で き な か っ た

（14.0％） 

お子さんにおこづかいを渡

す こ と が で き な か っ た

（33.3％） 

お子さんにおこづかいを渡

す こ と が で き な か っ た

（20.0％） 
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97 

（２）子育ての困難等に対する支援 

①生活や子育てを支えてくれる、または手伝ってくれる人の有無 

小学生・中学生の保護者ともに「⑥お子さんの体調が悪いとき、医療機関に連れて行ってくれる

人」「⑦留守を頼める人」がいない割合が３割前後となっており、保護者が動けない場合に支援して

くれる人が求められています。 
 

【生活や子育てを支えてくれる、または手伝ってくれる人の有無】 
 

        小学生の保護者         中学生の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保護者が自分の体や気持ちで気になること 

小学生・中学生の保護者ともに「よく肩がこる」、「イライラする」、「不安な気持ちになる」、「よ

く腰がいたくなる」が上位に挙がっており、子育てをする保護者の心身の不調やストレスを解消で

きる支援が求められます。 

【保護者が自分の体や気持ちで気になること（上位７位）】 

小学生の保護者                 中学生の保護者 

  46.7
41.4

34.3 31.4 29.0
25.2

21.9

0

20

40

60

よ
く
肩
が
こ
る

イ
ラ
イ
ラ
す
る

不
安
な
気
持
ち
に
な
る

よ
く
腰
が
い
た
く
な
る

や
る
気
が
起
き
な
い

よ
く
頭
が
い
た
く
な
る

ま
わ
り
が
気
に
な
る

小学生の保護者
(n=210)

（MA%）

42.9
37.4

27.2 26.5 24.5 22.4
18.4
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20

40

60

よ
く
肩
が
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る

イ
ラ
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ラ
す
る
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が
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よ
く
頭
が
い
た
く
な
る
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る
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が
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り
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に
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中学生の保護者
(n=147)

（MA%）

83.7

76.2

76.9

72.1

63.3

59.2

60.5

6.8

8.2

13.6

12.9

17.0

32.7

33.3

8.8

14.3

8.2

13.6

19.0

7.5

5.4

0.7

1.4

1.4

1.4

0.7

0.7

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①心配ごとや悩みごとを

親身になって聞いてくれる人

②あなたの気持ちを察して

思いやってくれる人

③趣味や興味のあることを一緒に話して、

気分転換させてくれる人

④お子さんとの関わりについて、

適切な助言をしてくれる人

⑤お子さんの学びや遊びをゆたかにする

情報を教えてくれる人（運動や文化活動）

⑥お子さんの体調が悪いとき、

医療機関に連れて行ってくれる人

⑦留守を頼める人

89.5

85.2

81.9

82.9

72.9

67.1

65.2

4.3

5.7

7.6

7.6

11.0

26.2

28.1

5.2

8.1

9.5

8.1

14.8

5.7

5.7

1.0

1.0

1.0

1.4

1.4

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①心配ごとや悩みごとを

身になって聞いてくれる人

②あなたの気持ちを察して

思いやってくれる人

③趣味や興味のあることを一緒に話して

、気分転換させてくれる人

④お子さんとの関わりについて、

適切な助言をしてくれる人

⑤お子さんの学びや遊びをゆたかにする

情報を教えてくれる人（運動や文化活動）

⑥お子さんの体調が悪いとき、

医療機関に連れて行ってくれる人

⑦留守を頼める人

いる いない わからない 無回答
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③困った時の相談相手 

小学生・中学生の保護者ともに「配偶者・パートナー」、「自分の親」、「知人や友人」、「きょう

だい・その他の親戚」など身近な人が上位かつ同順位となっており、それぞれの回答の割合は高

くなっています。一方で、「相談できる相手がいない」の回答も若干数みられ、また「地域の民生

委員・児童委員」の回答がみられなかったことから、民生委員・児童委員の役割等の周知を図る

ことが必要です。 

 

【困った時の相談相手】 

 

  74.3

68.1

58.1

33.8

22.4

20.0

11.9

2.4

1.9

1.9

1.0

0.5

0.0

0.5

1.9

1.4

72.8

66.0

62.6

31.3

21.8

17.7

10.9

4.8

2.0

2.0

1.4

1.4

0.0

1.4

1.4

0.7

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

自分の親

知人や友人

きょうだい・その他の親戚

配偶者・パートナーの親

職場関係者

学校の先生やスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー

医療機関の医師や看護師

公的機関や役所の相談員

民間の支援団体・カウンセラー（電話相談含む）

インターネットのサイトへの書き込み、SNSや

LINEによる相談

学童保育の指導員

地域の民生委員・児童委員

その他

相談できる相手がいない

無回答

小学生の保護者
(n=210)

中学生の保護者
(n=147)

（MA%）
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（２）子どもの通学状況 

子どもの通学状況は、小学生・中学生の保護者ともに「ほぼ毎日通っている」と回答した割合

は９割を超え、欠席が年間 30 日以上の割合が小学生で 1.5％、中学生で 2.1％であることから

本市の通学状況は良好と言えます。 

 

【保護者からみた子どもの通学状況】 
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4.8 1.4 0.7 0.0 0.0 1.4
0

20

40

60

80

100

ほ
ぼ
毎
日
通
っ
て
い
る

欠
席
は
年
間
３
０
日

未
満
で
あ
る

欠
席
が
年
間
３
０
日
以
上
、

６
０
日
未
満
で
あ
る

欠
席
が
年
間
６
０
日
以
上
、

１
年
未
満
で
あ
る

欠
席
が
１
年
以
上
続
い
て
い
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

小学生の保護者
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中学生の保護者
(n=147)

（%）

小学生：1.5％ 
中学生：2.1％ 
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（５）地域の子育て支援 

①身近にあるといいと思うこと 

小学生・中学生の保護者ともに「お子さんが放課後や休日に勉強などができる場所を利用でき

ること」、「お子さんが無料で学習支援を受けられる場所」、「支援制度など必要な情報を届けてく

れること」、「困った時にご飯を無料または安価で自宅に届けてくれるサービス」が上位に挙がっ

ており、子どもの学習環境や情報の周知、支援が必要な時のサービスの充実が求められていま

す。 

 

【身近にあるといいと思うこと（上位６位）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ヤングケアラーについて 

①家庭で子どもが世話をしている人の有無 

小学生は 25.0％、中学生は 17.5％が「いる」と回答しています。 

 

【家庭で子どもが世話をしている人の有無】 
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1.3

0 20 40 60 80 100
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いない

無回答

小学生
(n=212)

中学生
(n=154)

（%）
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②世話をしている相手 

小学生・中学生ともに「きょうだい」が最も多く、小学生がおよそ７割、中学生がおよそ５割と

なっています。次いで「お母さん」がおよそ４割、「お父さん」がおよそ３割となっています。 

 

【世話をしている相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③世話を行っている内容 

小学生は「きょうだいのめんどうを見ることや保育所のおむかえなど」が 52.8％、中学生は「そ

うじやゴミ捨てなど」が 48.1％で、それぞれ最も多くなっています。 

項目の中で負荷の高い「病院へ一緒に行くことやお風呂・トイレのお世話、見守りをする、話し

相手になる、通訳をする、お金の管理、薬の管理など」は小学生が 26.4％、中学生が 25.9％とな

っています。 

 

【世話を行っている内容】 
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無
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中学生
(n=27)

（MA%）

35.8
32.1

37.7

52.8

26.4

11.3

0.0

40.7
37.0

48.1

33.3

25.9

18.5

3.7

0

20

40

60

料
理
や
買
い
物
、

食
器
洗
い
な
ど

洗
濯
な
ど

そ
う
じ
や
ゴ
ミ
捨
て
な
ど

き
ょ
う
だ
い
の
め
ん
ど
う
を

見
る
こ
と
や
保
育
所
の
お
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か
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病
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一
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に
行
く
こ
と
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お
風
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お
世
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見
守
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す
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な
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す
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な
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そ
の
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無
回
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小学生
(n=53)

中学生
(n=27)

（MA%）
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④世話をする頻度と時間 

小学生・中学生ともに「ほぼ毎日」がおよそ４～５割で最も多くなっています。 

時間については「１時間より少ない」が全体の半数以上を占めている一方で、長時間家族の世話

をしている回答もみられ、小学生は「７時間より多い」が 3.8％、中学生は「５時間以上、７時間

より少ない」が 14.8％となっています。 

 

【世話をする頻度】         【学校がある日に世話をする１日の時間】 

 

 

 

 

 

 

⑤世話をしていることの影響 

小学生は「おうちの人と話したり遊んだりすることが増える」、「家の中で気持ちよく過ごすこと

ができる」、「「お世話」にやりがいを感じる」などの肯定的な回答が目立つ一方、中学生は「とても

疲れることがある」、「いらいらしやすい」など、精神的負担を感じている回答が多くみられます。 

 

【世話をしていることの影響（上位５位）】 

小学生                    中学生 
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３
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５
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５
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７
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よ
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多
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無
回
答

小学生
(n=53)

中学生
(n=27)

（%）

54.7

52.8

39.6

28.3

24.5
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おうちの人と話したり遊んだり
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家の中で気持ちよく過ごすことができる

「お世話」にやりがいを感じる

時間の使い方を工夫できる

おうちの人が健康に過ごすことができる

小学生
(n=53)

（MA%）

29.6

25.9
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18.5

14.8

0 20 40

おうちの人と話したり遊んだり
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とても疲れることがある
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家の中で気持ちよく過ごすことができる
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（MA%）
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２
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(n=27)

（%）
小学生：3.8％ 
中学生：14.8％ 
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（７）子どもの普段の生活のことについて 

①嫌なことや悩んでいること 

「いやなことや悩んでいることはない」は小学生がおよそ４割と最も多くなっているのに対し、

中学生は２割強と低くなっており、中学生になると悩みなどが増えることがわかります。 

 

【嫌なことや悩んでいること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②嫌なことや悩んでいることがある時の相談相手 

小学生・中学生ともに「親」「学校のともだち」「学校の先生」が多くなっています。一方で、中

学生は「親」「学校の先生」の回答が小学生よりも低く、「誰にも相談したくない」が小学生に比べ

て２倍の回答があり、年齢が上がるにつれて相談しづらくなることがわかります。 

 

【嫌なことや悩んでいることがある時の相談相手（上位６位+誰にも相談したくない）】 
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無
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小学生
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中学生
(n=154)

（MA%）
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だ
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中学生
(n=154)

（MA%）
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③学校や学校の行事等の状況 

小学生・中学生ともに「特にない」の回答が５割を超えて高くなっています。小学生は「持ち物

の忘れ物が多い」、中学生は「提出物を出すのが遅れることが多い」がそれぞれおよそ３割・２割と

なっています。自分が世話をしている人の有無別にみても同様の傾向がみられますが、中学生にお

いては「提出物を出すのが遅れることが多い」よりも「持ち物の忘れ物が多い」が高くなっていま

す。 

 

【学校や学校の行事等の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自分が世話をしている人の有無別】 
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と
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無
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小学生
(n=212)
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(n=154)

（MA%）
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と
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〔３〕ひとり親家庭に関する調査 

 

（１）ひとり親家庭になった事による変化等 

①ひとり親家庭になる前後での仕事の変化 

母子家庭は「正規の職員・従業員」がひとり親家庭になる前から現在にかけて増加し、「パー

ト・アルバイト、臨時職員等」は減少しています。父子家庭は、「正規の職員・従業員」が減少

し、「働いていない」はひとり親家庭になった後以降に大幅に増加しています。 

 

 

母子家庭        【ひとり親になる前後での仕事の変化】         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父子家庭 
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②ひとり親家庭になる前後での住まいの変化 

母子家庭は「持家（マンション含む）」が半数以上減少し、「民間賃貸住宅」はひとり親家庭とな

った後に増加しています。一方、父子家庭は母子家庭と比べて「持家（マンション含む）」の回答数

に大きな変化はありません。 

 

母子家庭         【ひとり親になる前後での仕事の変化】           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父子家庭 
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（%）

35.1 

（３）ひとり親家庭で困っていること 

①保護者自身の困りごと 

母子家庭は「家計（就労収入が少ない）」、父子家庭は「家事」が最も高く、父子家庭が家事で

困っている割合は母子家庭のおよそ４倍となっています。 

 

【保護者自身の困りごと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②お子さんのことでの困りごと 

母子家庭・父子家庭ともに、教育・進学に関する困りごとが多く、「教育・進学（経済的理

由）」が最も高くなっています。一方、父子家庭が「食事・栄養」で困っている割合は、母子家庭

の倍以上となっています。 

 

【お子さんのことでの困りごと】 
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（４）養育費について 

①養育費の取り決めの有無 

母子家庭の母は、「取り決めしていない」が最も高くなっています。 

 

母子家庭          

【養育費の取り決めの有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②養育費の取り決めが守られているか 

取り決めをしている場合は「守られている」が４割となっていますが、「額や期間など一部守られ

ていない」「全く守られていない」を合わせた『守られていない』回答は、５割を超えて高くなって

います。 

 

母子家庭 

 

【養育費の取り決めが守られているか】 
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③養育費の取り決めが守られていないことに対する行動 

「特に何も行動していない」が最も高く、およそ６割を占めています。 

 

母子家庭 

 

【養育費の取り決めが守られていないことに対する行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④行動をしていない理由 

「相手と関わりたくないから」が最も高く、次いで「相手方との交渉がわずらわしいから」と

なっており、離婚相手と関わることに否定的・消極的な回答が目立ちます。 

 

母子家庭 

【行動をしていない理由】 
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（%）

84.6
80.0 79.3 82.0

0

20

40

60

80

100

国

（令
和
４
年
度
）

大
阪
府

（令
和
４
年
度
）

摂
津
市

（令
和
４
年
度
）

摂
津
市

（令
和
５
年
度
）

〔４〕令和４年度乳幼児健康診査問診回答結果 

 

（１）摂津市の妊娠・出産への支援等について 

①産後の指導・ケアへの満足度 

産後、退院してから１か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができ

たかという問いに対し「はい」と回答した人の割合は、本市は 79.3％と国や大阪府の結果と比べ

るとやや低くなっていましたが、令和５年度には 82.0％まで増加しています。 

 

【「はい」と回答した人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後、摂津市で子育てをしたいと思う親の割合 

「はい」と回答した人の割合を調査対象者の子どもの年齢別にみると、いずれの年齢においても

本市は国、大阪府と比べるとやや低くなっています。令和５年度の回答の割合は、３歳のみ微増し、

その他の年齢は減少しています。 

 

【「はい」と回答した人の割合】 
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（２）子育てについて 

①子どもの育てにくさについて 

育てにくさを「いつも感じる」、「時々感じる」と回答した人の割合を調査対象者の子どもの年齢

別にみると、いずれの年齢においても本市は国、大阪府と比べると高くなっています。令和５年度

の回答の割合は１歳６か月のみ 2.6 ポイントの減少がみられます。 

 

【「いつも感じる」「時々感じる」と回答した人の割合】 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

②育てにくさを感じた時の相談先・解決方法について 

（育てにくさを「いつも感じる」、「時々感じる」と回答した人に対して、）育てにくさを感じた時

に相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っているかという問いに対し、「はい」と回

答した人の割合を調査対象者の子どもの年齢別にみると、いずれの年齢においても本市は国、大阪

府と比べて高く、特に３歳は本市のみ９割を超えています。令和５年度の回答の割合は４か月、３

歳は減少したものの、いずれの年齢も８割以上と高くなっています。 

 

【「はい」と回答した人の割合】 
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③乳幼児期の体罰や暴言、ネグレクト等について 

下記の選択肢※の有無について、「いずれにも該当しない」と回答した人の割合は、４か月、１歳

６か月は国、大阪府と比べてもほぼ同程度の割合となっていますが、３歳は本市のみ 70.0％未満

となっています。 

※選択肢 

①しつけのし過ぎがあった ⑤感情的な言葉で怒鳴った 

②感情的に叩いた ⑥子どもの口をふさいだ 

③乳幼児だけを家に残して外出した ⑦子どもを激しく揺さぶった 

④長時間食事を与えなかった ⑧いずれにも該当しない 

※３歳は①～⑤、⑧のみ 

【「いずれにも該当しない」と回答した人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④積極的に育児をしている父親の割合 

「よくやっている」と回答した人の割合は、いずれの年齢においても、国、大阪府と比べてもほ

ぼ同程度となっています。 

【「よくやっている」と回答した人の割合】 
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５ 用語解説 


